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(57)【要約】
【課題】状況に応じてきめ細かい調光制御が可能な照明
システムを実現する。
【解決手段】照明システムにおいて、指定された識別情
報に対応する照明装置において、コントロールターミナ
ルから出力された輝度データの設定コマンドに含まれる
反映タイミングのデータがすぐ反映の場合には、輝度デ
ータとフェード時間とに従って調光制御を開始し、指定
された識別情報に対応する照明装置において、コントロ
ールターミナルから出力された輝度データの設定コマン
ドに含まれる反映タイミングのデータが後で反映の場合
には、複数の照明装置すべてを指定する所定の識別情報
および調光の開始を規定する開始指示の入力に応答して
調光データとフェードデータとに従って調光制御を開始
する。
【選択図】図２７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が、それぞれを区別するための互いに異なる識別情報を有する複数の照明装置と、
　各前記照明装置を調光制御するために識別情報を指定して、指定した識別情報に対応す
る照明装置に対して所定の処理の実行を指示するコマンドをそれぞれ出力する制御装置と
を備え、
　前記コマンドが調光設定コマンドである場合には、前記調光設定コマンドは、調光レベ
ルに関する調光データと、調光を実行する開始タイミングを規定するタイミング制御デー
タとを含み、
　指定された識別情報に対応する照明装置において、前記制御装置から出力された前記調
光設定コマンドに含まれる前記タイミング制御データの値が第１のデータである場合には
、前記調光データに従って調光制御を開始し、
　指定された識別情報に対応する照明装置において、前記制御装置から出力された前記調
光設定コマンドに含まれる前記タイミング制御データの値が第２のデータである場合には
、前記複数の照明装置すべてを指定する所定の識別情報および調光の開始を規定する調光
開始コマンドの入力に応答して前記調光データに従って調光制御を開始する、照明システ
ム。
【請求項２】
　前記調光データは、前記照明装置の輝度を規定する輝度データあるいは色温度を規定す
る色温度データのいずれかに相当する、請求項１記載の照明システム。
【請求項３】
　各前記照明装置は、調光レベルに関する複数の輝度データおよび色温度データの少なく
とも一方を記憶する記憶手段を有し、
　前記調光データは、前記記憶手段に記憶された前記複数の輝度データおよび色温度デー
タのいずれか１つを指定する情報に相当する、請求項１記載の照明システム。
【請求項４】
　前記調光設定コマンドは、前記調光の変化の時間あるいは前記調光の変化の速さのいず
れかを規定するフェードデータを含む、請求項１～３のいずれかに記載の照明システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数の照明装置とそれを管理する装置とで構成される照明システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数の照明負荷（照明装置）を制御する照明システムが提案されている。具
体的には、制御装置と、複数の照明装置とを一対の信号線にて接続し、制御装置から各照
明装置をアクセスして調光制御する方式が知られている。
【０００３】
　この点で、特開２０００－１２２４２号公報においては、複数の照明装置を消灯状態か
ら一斉に点灯状態にする際に、各照明装置において、調光レベルを変化させる場合が示さ
れている。具体的には、目標調光レベルに達するまでのフェード時間を予め設定しておく
ことにより、調光レベルを徐々に変化させて、急激な変化に伴う目の負担を軽減する調光
制御が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１２２４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、上記公報においては、複数の照明装置の調光レベルは一斉に同じ調光レ
ベルに制御され、個々の照明装置毎に調光レベルが制御されるものではなかった。
【０００６】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであって、状況に応じてき
め細かい調光制御が可能な照明システムを実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のある局面に従う照明システムは、各々が、それぞれを区別するための互いに異
なる識別情報を有する複数の照明装置と、各照明装置を調光制御するために識別情報を指
定して、指定した識別情報に対応する照明装置に対して所定の処理の実行を指示するコマ
ンドをそれぞれ出力する制御装置とを備える。コマンドが調光設定コマンドである場合に
は、調光設定コマンドは、調光レベルに関する調光データと、調光を実行する開始タイミ
ングを規定するタイミング制御データとを含む。指定された識別情報に対応する照明装置
において、制御装置から出力された調光設定コマンドに含まれるタイミング制御データの
値が第１のデータである場合には、調光データに従って調光制御を開始し、指定された識
別情報に対応する照明装置において、制御装置から出力された調光設定コマンドに含まれ
るタイミング制御データの値が第２のデータである場合には、複数の照明装置すべてを指
定する所定の識別情報および調光の開始を規定する調光開始コマンドの入力に応答して調
光データに従って調光制御を開始する。
【０００８】
　好ましくは、調光データは、照明装置の輝度を規定する輝度データあるいは色温度を規
定する色温度データのいずれかに相当する。
【０００９】
　好ましくは、各照明装置は、調光レベルに関する複数の輝度データおよび色温度データ
の少なくとも一方を記憶する記憶手段を有し、調光データは、記憶手段に記憶された複数
の輝度データおよび色温度データのいずれか１つを指定する情報に相当する。
【００１０】
　好ましくは、調光設定コマンドは、調光の変化の時間あるいは調光の変化の速さのいず
れかを規定するフェードデータを含む。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に従う照明システムにおいて、指定された識別情報に対応する照明装置において
、制御装置から出力された調光設定コマンドに含まれるタイミング制御データの値が第１
のデータである場合には、調光データに従って調光制御を開始し、指定された識別情報に
対応する照明装置において、制御装置から出力された調光設定コマンドに含まれるタイミ
ング制御データの値が第２のデータである場合には、複数の照明装置すべてを指定する所
定の識別情報および調光の開始を規定する調光開始コマンドの入力に応答して調光データ
に従って調光制御を開始する。したがって、タイミング制御データにより、各照明装置に
おいて、すぐに調光を開始したい場合と、後で調光を開始したい場合とで制御の選択が可
能である。また、後で調光を開始する場合において、各照明装置において個別に設定され
た調光データに従って調光制御を一斉に開始することが可能であるため、個々の照明装置
の調光レベルを調節しながら一斉に調光を開始することが可能でありきめ細かい調光制御
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態に従う照明システムの概略を説明する図である。
【図２】本発明の実施の形態に従う別の照明システムの概略を説明する図である。
【図３】本発明の実施の形態に従う照明システムの一部を説明する図である。
【図４】本発明の実施の形態に従う照明装置３０の構成を説明する概略ブロック図である
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。
【図５】本発明の実施の形態に従うＬＥＤモジュール１７の構成を説明する図である。
【図６】本発明の実施の形態に従うコントロールターミナル１０の構成を説明する概略ブ
ロック図である。
【図７】本発明の実施の形態に従う照明システムのコントロールターミナル１０における
メインフローを説明する図である。
【図８】本発明の実施の形態に従うメニューを説明する図である。
【図９】本発明の実施の形態に従うＯＮ／ＯＦＦ設定処理を説明するフロー図である。
【図１０】本発明の実施の形態に従うＯＮ／ＯＦＦ設定画面２０１を説明する図である。
【図１１】本発明の実施の形態に従う輝度設定処理を説明するフロー図である。
【図１２】本発明の実施の形態に従う輝度選択画面５０１を説明する図である。
【図１３】本発明の実施の形態に従う輝度データ設定画面５１１を説明する図である。
【図１４】本発明の実施の形態に従う輝度テーブルデータ設定画面５２１を説明する図で
ある。
【図１５】本発明の実施の形態に従うテーブル編集／確認処理を説明するフロー図である
。
【図１６】本発明の実施の形態に従うテーブル編集確認画面７０１を説明する図である。
【図１７】本発明の実施の形態に従う輝度テーブル作成画面７１１を説明する図である。
【図１８】本発明の実施の形態に従う輝度テーブル確認画面７２１を説明する図である。
【図１９】本発明の実施の形態に従う照明装置のデータの受信処理を説明するフロー図で
ある。
【図２０】本発明の実施の形態に従う照明装置の返信処理を説明するフロー図である。
【図２１】本発明の実施の形態に従うコマンドの種類を説明する図である。
【図２２】本発明の実施の形態に従う送信フレームおよび受信フレームのデータ構造を説
明する図である。
【図２３】本発明の実施の形態に従うエラーコードを説明する図である。
【図２４】本発明の実施の形態に従うコマンド毎の送信フレームおよび受信フレームのデ
ータ本文ＤＡＴの内容を説明する図（その１）である。
【図２５】本発明の実施の形態に従うコマンド毎の送信フレームおよび受信フレームのデ
ータ本文ＤＡＴの内容を説明する図（その２）である。
【図２６】本発明の実施の形態に従うコントロールターミナルと照明装置とのデータの授
受の流れを概略的に説明するシーケンス図である。
【図２７】本発明の実施の形態に従うコントロールターミナルと複数の照明装置とのデー
タの授受を説明するシーケンス図である。
【図２８】本発明の実施の形態に従う拡張した照明システムの一部を説明する図である。
【図２９】本発明の実施の形態に従う接続確認処理を説明するフロー図である。
【図３０】本発明の実施の形態に従うＩＤ確認画面３０１を説明する図である。
【図３１】本発明の実施の形態に従うＩＤ変更画面４０１を説明する図である。
【図３２】本発明の実施の形態に従うコントロールターミナルと個別ＩＤが不明な照明装
置とのデータの授受を説明するシーケンス図である。
【図３３】本発明の実施の形態に従うＩＤ設定処理を説明するフロー図である。
【図３４】本発明の実施の形態に従うＩＤ設定画面６０１を説明する図である。
【図３５】本発明の実施の形態に従うＩＤ変更画面６１１を説明する図である。
【図３６】本発明の実施の形態に従うＩＤ変更取り消し画面６２１を説明する図である。
【図３７】本発明の実施の形態に従う照明装置におけるＩＤ設定のコマンドを実行した場
合の処理を説明するフロー図である。
【図３８】本発明の実施の形態に従う照明装置におけるＩＤ設定の取り消しを実行した場
合の処理を説明するフロー図である。
【図３９】本発明の実施の形態に従うコントロールターミナルと照明装置とのデータの授
受を説明するシーケンス図である。



(5) JP 2012-256533 A 2012.12.27

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。以下の説明では、同一
の部品には同一の符号を附してある。それらの名称および機能も同じである。したがって
、それらについての詳細な説明は繰返さない。
【００１４】
　図１は、本発明の実施の形態に従う照明システムの概略を説明する図である。
　図１を参照して、本発明の実施の形態に従う照明システムは、複数の照明装置３０と、
それらを制御するコントロールターミナル１０と、ＰＬＣ（Programmable Logic Control
ler）変換装置２０とで構成されている。
【００１５】
　コントロールターミナル１０とＰＬＣ変換装置２０とはＬＡＮ（Local Area Network）
ケーブルで接続されている。
【００１６】
　ＰＬＣ変換装置２０と複数の照明装置３０とは所定の通信規格に基づく通信ケーブルで
接続されている。
【００１７】
　ＰＬＣ変換装置２０は、通信プロトコルを変換してコントロールターミナル１０と複数
の照明装置３０との間のデータの授受を可能としている。
【００１８】
　なお、当該照明システムに限られず、例えば、複数のコントロールターミナルを設ける
ようにすることも可能である。
【００１９】
　図２は、本発明の実施の形態に従う別の照明システムの概略を説明する図である。
　図２を参照して、ここでは、複数の照明装置３０と、ＰＬＣ変換装置２０と、スイッチ
ングハブ１５と、コントロールターミナル１０Ａ～１０Ｄとが設けられた構成が示されて
いる。
【００２０】
　例えば、一例として、複数の部屋の各々に複数の照明装置３０が設けられる場合を想定
する。そして、各部屋毎に当該照明装置３０を制御するためのコントロールターミナルが
設けるものとする。ここで、複数の照明装置３０は、それぞれグループ毎に設けられるも
のとする。
【００２１】
　具体的には、グループを識別するＩＤとしてグループＧＩＤが割り当てられ、本例にお
いては、一例として、部屋毎にグループＧＩＤの値として、「８０」～「８３」の番号が
割り当てられている場合が示されている。そして、各部屋毎にコントロールターミナル１
０Ａ～１０Ｄがそれそれ設けられていて、スイッチングＨＵＢ１５を介してそれぞれの部
屋毎に設けられたグループ毎の複数の照明装置３０の調光制御を実行することが可能とな
っている。なお、他のグループＧＩＤを指定することにより他の部屋の複数の照明装置３
０についても調光制御を実行することが可能である。なお、当該割り当てた番号は一例で
あり、別の番号を割り当てても良いし、さらにグループＧＩＤを割り当てることも可能で
ある。なお、本例においては、グループＧＩＤとは別に個別ＩＤも設けられ、当該個別Ｉ
ＤとグループＧＩＤとの番号が重複しないように割り当てられるものとする。
【００２２】
　図３は、本発明の実施の形態に従う照明システムの一部を説明する図である。
　図３を参照して、ここでは、説明を簡易にするために図２における照明システムの一部
が示されている。
【００２３】
　本例においては、グループＧＩＤ０１の複数の照明装置３０と、ＰＬＣ変換装置２０と
、コントロールターミナル１０と、Ｉ／Ｆユニット４０と、照度センサ５０とが設けられ
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た構成について説明する。ＰＬＣ変換装置２０と複数の照明装置３０とＩ／Ｆユニット４
０とが通信ケーブル２５により接続されているものとする。Ｉ／Ｆユニット４０は、照度
センサ５０と通信ケーブル２５とを接続するためのインタフェースである。当該Ｉ／Ｆユ
ニット４０を設けることにより、照度センサ５０のデータをＰＬＣ変換装置２０を介して
コントロールターミナル１０に送信することが可能となる。
【００２４】
　なお、本例においては、複数の照明装置３０にそれぞれ個別のＩＤが割り当てられてお
り、個別ＩＤ０１～ＩＤ０８がそれぞれ割り当てられている場合が示されている。当該各
照明装置に個別ＩＤが割り当てられている状態であるため、コントロールターミナル１０
は、割り当てられている個別ＩＤを指定することにより指定した照明装置の調光制御を個
別に実行することが可能である。
【００２５】
　なお、通信ケーブル２５と接続された照明装置３０は、各々着脱可能に設けられており
、後述するが、例えば、不具合が生じた場合には、スペアの照明装置と交換可能であるも
のとする。
【００２６】
　以下、主に図３の構成を用いて説明する。
　図４は、本発明の実施の形態に従う照明装置３０の構成を説明する概略ブロック図であ
る。
【００２７】
　図４を参照して、本発明の実施の形態に従う照明装置３０は、電源回路１９と、照明制
御部１４と、照明部１８とを含む。
【００２８】
　電源回路１９は、交流電源入力（ＡＣ入力）（１００Ｖ）を受けて直流電圧に変換して
装置の各部に電圧を供給する。なお、本例においては、一例として制御電源供給回路２１
および照明部１８のみに電圧が供給されているように示されているが、特にこれに限られ
ず、他の部位に対しても必要な電圧が供給されるものとする。
【００２９】
　照明制御部１４は、電源回路１９から供給される電圧をＣＰＵ２２に供給するために調
整する制御電源供給回路２１と、照明装置３０全体を制御するためのＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）２２と、ＰＷＭ（Pulse Width Modulation）制御回路２３と、通信Ｉ／
Ｆ２６と、水晶発振子２７と、メモリ２９とを含む。一例としてＣＰＵ２２とメモリ２９
とＰＷＭ制御回路２３とはマイコン（マイクロコンピュータ）によって構成される。
【００３０】
　ＣＰＵ２２は、各部と接続されるとともに、通信Ｉ／Ｆ２６を介してコントロールター
ミナル１０から送信されるコマンドに従って照明装置３０全体を制御するために必要な動
作を指示する。
【００３１】
　ＰＷＭ制御回路２３は、ＣＰＵ２２からの指示に従ってＬＥＤモジュール１７を駆動す
るために必要なＰＷＭパルスを生成する。具体的には、ＬＥＤモジュール１７の明るさを
規定する輝度データがＣＰＵ２２から与えられ、当該輝度データに応じたＰＷＭパルスが
生成される。
【００３２】
　水晶発振子２７は、所定の周期で発振信号を生成してＣＰＵ２２に出力する。ＣＰＵ２
２は、水晶発振子２７から発振される発振信号（クロック信号）の入力を受けて、当該ク
ロック信号に同期した各種動作を実行する。なお、ＣＰＵ２２は、水晶発振子２７から出
力される発振信号に従って時刻を正確に計測することが可能であるものとする。
【００３３】
　メモリ２９は、照明装置３０全体を制御するためのコマンドに応じた処理を実行するた
めの各種プログラムおよび初期値等が格納されるとともに、ＣＰＵ２２のワーキングメモ
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リとしても用いられる。なお、メモリ２９には、工場出荷時に割り当てられている個別Ｉ
ＤおよびグループＧＩＤも予め格納されているものとする。なお、上記照明システムを用
いるに当たり、工場出荷時に割り当てられている個別ＩＤを用いるようにしても良いし、
新たに別の個別ＩＤおよびグループＧＩＤを割り当てるようにしても良く、当該割り当て
られた個別ＩＤおよびグループＧＩＤはメモリ２９に格納されているものとする。なお、
メモリ２９には、輝度データが格納されている輝度テーブルを作成することが可能である
ものとする。具体的には、番号がそれぞれ割り当てられた複数の輝度テーブルを設けるこ
とが可能であり、テーブルの番号に従って輝度テーブルを指定し、当該輝度テーブルに格
納されている輝度データを用いた調光制御が可能である。
【００３４】
　照明部１８は、ＬＥＤモジュール１７と、ＬＥＤモジュール１７を駆動するために用い
られるＦＥＴ（Field Effect Transistor）スイッチ１６とを含む。本例において、ＬＥ
Ｄモジュール１７の色温度は、５６００Ｋ程度とする。以下、ＬＥＤモジュール１７を昼
光色ＬＥＤ（単に昼光色）とも称する。また、ＦＥＴスイッチ１６はＰＷＭ制御回路２３
にあってもよい。
【００３５】
　通信Ｉ／Ｆ２６は、通信ケーブル２５と接続されており、通信ケーブル２５に対してデ
ータの送受信を実行する。
【００３６】
　図５は、本発明の実施の形態に従うＬＥＤモジュール１７の構成を説明する図である。
　図５を参照して、ＣＰＵ２２は、ＰＷＭ制御回路２３に指示してＬＥＤモジュール１７
を駆動するためのＰＷＭパルスＳ１を生成して出力する。
【００３７】
　ＬＥＤモジュール１７は、電源回路１９から必要な電圧の供給を受ける。ＬＥＤモジュ
ール１７と接地電圧ＧＮＤとの間には、ＦＥＴスイッチ１６とが設けられている。
【００３８】
　そして、ＰＷＭパルスＳ１に応答してＦＥＴスイッチ１６が導通／非導通となることに
よりＬＥＤモジュール１７に電流が供給／遮断される。ＬＥＤモジュール１７に電流が供
給されることによりＬＥＤモジュール１７はそれぞれ発光する。なお、ここでは、ＬＥＤ
モジュール１７を駆動する構成について説明したが、他のＬＥＤモジュールがさらに複数
個設けられている場合についても同様である。
【００３９】
　図６は、本発明の実施の形態に従うコントロールターミナル１０の構成を説明する概略
ブロック図である。
【００４０】
　図６を参照して、本発明の実施の形態に従うコントロールターミナル１０は、ＣＰＵ（
Central Processing Unit）１と、ＲＯＭ（Read Only Memory）２と、ＲＡＭ（Random Ac
cess Memory）３と、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）４と、内部バス５と、通信Ｉ／Ｆ６、デ
ィスプレイ７と、入力装置８とを含む。内部バス５は、各部を接続して、相互にデータの
授受を実行することが可能である。
【００４１】
　ＣＰＵ（Central Processing Unit）１は、ＲＯＭ２、ＲＡＭ３、ＨＤＤ４等の記憶領
域に格納されているプログラムに従って上記各部の制御や各種の演算処理等を実行する。
また、当該記憶領域は、各種データの保存領域として用いられるとともに、プログラムを
実行するための作業領域として用いられる。
【００４２】
　通信Ｉ／Ｆ６は、ＬＡＮケーブルを介してＰＬＣ変換装置２０と接続される。なお、こ
こでは、通信Ｉ／Ｆ６の１つのポートを用いて１つのＰＬＣ変換装置２０と接続されてい
る場合が示されているが、特にこれに限られず、他のポートを用いて、別のＰＬＣ変換装
置と接続することも可能であるものとする。
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【００４３】
　ディスプレイ７は、照明システムにおける各種の情報を表示する。
　入力装置８は、照明システムにおける各種のユーザからの操作入力を受け付ける。例え
ば、ディスプレイ７には、入力装置８の一種であるタッチパネルが設けられており、タッ
チパネルを介してユーザからの操作入力を受け付けることが可能であるものする。あるい
は、マウス、キーボード等を用いて入力を受け付け可能とするようにしても良い。
【００４４】
　図７は、本発明の実施の形態に従う照明システムのコントロールターミナル１０におけ
るメインフローを説明する図である。
【００４５】
　当該メインフローは、一例として、コントロールターミナル１０の図示しない電源スイ
ッチがオンされることで開始され、ＣＰＵ１がＲＯＭ２に格納されたプログラムを読み込
むことにより実行されるものとする。
【００４６】
　電源スイッチがオンされてフローが開始されると、まず、ＣＰＵ１は、ディスプレイ７
にメニューを表示する（ステップＳ２）。
【００４７】
　図８は、本発明の実施の形態に従うメニューを説明する図である。
　図８を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示されたメニュー画面１０１が示され
ている。メニュー画面１０１には、タッチパネルを介してユーザからの選択が可能に設け
られた複数のアイコンボタンが設けられているものとする。
【００４８】
　一例として、「ＯＮ／ＯＦＦ設定」ボタン１０２、「輝度設定」ボタン１０３、「テー
ブル編集／確認」ボタン１０４、「ＩＤ設定」ボタン１０５、「接続確認」ボタン１０６
とが設けられている場合が示されている。
【００４９】
　ここで、「ＯＮ／ＯＦＦ設定」ボタン１０２は、照明装置３０のＯＮ／ＯＦＦの設定の
処理（ＯＮ／ＯＦＦ設定処理）を指示するためのボタンである。「輝度設定」ボタン１０
３は、照明装置３０の輝度の設定の処理（輝度設定処理）を指示するためのボタンである
。「テーブル編集／確認」ボタン１０４は、照明装置３０内のメモリ２９に格納された輝
度を設定するための輝度テーブルの内容を編集／確認の処理（テーブル編集／確認処理）
を指示するためのボタンである。「ＩＤ設定」ボタン１０５は、照明装置３０に割り当て
られたＩＤ番号の設定の変更の処理（ＩＤ設定処理）を指示するためのボタンである。「
接続確認」ボタン１０６は、接続された照明装置のＩＤ番号の確認の処理（接続確認処理
）を指示するためのボタンである。なお、当該「接続確認」ボタン１０６は、接続されて
いる照明装置のＩＤ番号が不明であるような場合に当該ＩＤ番号を確認するための用途で
用いられ、本例においては、後述するが図２８の照明システムにおいて、個別ＩＤが不明
な照明装置３０＃の確認のために用いられる。したがって、図２８の照明システムにおい
て、ＰＬＣ変換装置２０＃を介して照明装置３０＃が接続されていることを検知した場合
にコントロールターミナル１０のＣＰＵ１は、メニュー画面１０１に当該ボタンを表示あ
るいは有効とするようにしても良い。
【００５０】
　再び、図７を参照して、次に、入力が有ったかどうかを判断する（ステップＳ４）。
　具体的には、図８のメニュー画面１０１において、いずれかのアイコンボタンに対して
入力が有ったかどうかを判断する。
【００５１】
　ステップＳ４において、入力が有ったと判断された場合（ステップＳ４においてＹＥＳ
）には、次に、ＯＮ／ＯＦＦ設定の入力があったかどうかを判断する（ステップＳ６）。
具体的には、ＣＰＵ１は、メニュー画面１０１に設けられた「ＯＮ／ＯＦＦ設定」ボタン
１０２の入力指示があったかどうかを判断する。
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【００５２】
　ＣＰＵ１は、ＯＮ／ＯＦＦ設定の入力があったと判断した場合（ステップＳ６において
ＹＥＳ）には、ＯＮ／ＯＦＦ設定処理を実行する（ステップＳ８）。ＯＮ／ＯＦＦ設定処
理の詳細については後述する。
【００５３】
　一方、ＣＰＵ１は、ＯＮ／ＯＦＦ設定の入力がなかったと判断した場合（ステップＳ６
においてＮＯ）には、次に輝度設定の入力があったかどうかを判断する（ステップＳ１０
）。具体的には、ＣＰＵ１は、メニュー画面１０１に設けられた「輝度設定」ボタン１０
３の入力指示があったかどうかを判断する。
【００５４】
　ＣＰＵ１は、輝度設定の入力があったと判断した場合（ステップＳ１０においてＹＥＳ
）には、輝度設定処理を実行する（ステップＳ１２）。輝度設定処理の詳細については後
述する。
【００５５】
　一方、ＣＰＵ１は、輝度設定の入力が無かったと判断した場合（ステップＳ１０におい
てＮＯ）には、次に、テーブル編集／確認の入力があったかどうかを判断する（ステップ
Ｓ１４）。
【００５６】
　具体的には、ＣＰＵ１は、メニュー画面１０１に設けられた「テーブル編集／確認」ボ
タン１０４の入力指示があったかどうかを判断する。
【００５７】
　ＣＰＵ１は、テーブル編集／確認の入力があったと判断した場合（ステップＳ１４にお
いてＹＥＳ）には、テーブル編集／確認処理を実行する（ステップＳ１６）。テーブル編
集／確認処理の詳細については後述する。
【００５８】
　一方、ＣＰＵ１は、テーブル編集／確認の入力が無かったと判断した場合（ステップＳ
１４においてＮＯ）には、接続確認の入力があったかどうかを判断する（ステップＳ１８
）。具体的には、ＣＰＵ１は、メニュー画面１０１に設けられた「接続確認」ボタン１０
６の入力指示があったかどうかを判断する。
【００５９】
　ＣＰＵ１は、接続確認の入力があったと判断した場合（ステップＳ１８においてＹＥＳ
）には、接続確認処理を実行する（ステップＳ２０）。接続確認処理の詳細については後
述する。
【００６０】
　ステップＳ１８において、接続確認の入力が無かったと判断した場合（ステップＳ１８
においてＮＯ）には、ＩＤ設定の入力があったかどうかを判断する（ステップＳ２２）。
【００６１】
　具体的には、ＣＰＵ１は、メニュー画面１０１に設けられた「ＩＤ設定」ボタン１００
の入力指示があったかどうかを判断する。
【００６２】
　ＣＰＵ１は、ＩＤ設定の入力があったと判断した場合（ステップＳ２２においてＹＥＳ
）には、ＩＤ設定処理を実行する（ステップＳ２４）。ＩＤ設定処理の詳細については後
述する。
【００６３】
　一方、ＣＰＵ１は、ＩＤ設定の入力が無かったと判断した場合（ステップＳ２２におい
てＮＯ）には、入力は、有効な入力では無いと判断し、ステップＳ２に戻る。
【００６４】
　次に、各処理の詳細について説明する。
　＜ＯＮ／ＯＦＦ設定処理＞
　図９は、本発明の実施の形態に従うＯＮ／ＯＦＦ設定処理を説明するフロー図である。
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【００６５】
　当該フローは、ＣＰＵ１がＲＯＭ２に格納されたプログラムを読み込むことにより実行
されるものとする。
【００６６】
　図９を参照して、まず、ＣＰＵ１は、ＯＮ／ＯＦＦ設定画面をディスプレイ７に表示す
る（ステップＳ３０）。
【００６７】
　図１０は、本発明の実施の形態に従うＯＮ／ＯＦＦ設定画面２０１を説明する図である
。
【００６８】
　図１０を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示されたＯＮ／ＯＦＦ設定画面２０
１が示されている。ＯＮ／ＯＦＦ設定画面２０１には、タッチパネルを介してユーザから
の選択が可能に設けられた複数のアイコンボタンが設けられているものとする。
【００６９】
　一例として、「全照明ＯＮ」ボタン２０２、「全照明ＯＦＦ」ボタン２０３、「対象Ｉ
Ｄ」の入力受付ボタン２０５、対象ＩＤの照明装置に対する「ＯＮ」ボタン２０６、「Ｏ
ＦＦ」ボタン２０７とが設けられている場合が示されている。「対象ＩＤ」の入力受付ボ
タン２０５は、当該領域を選択することにより番号の入力が可能となるものとする。なお
、当該番号の入力は、図示しないキーボードあるいはソフトウェアキーボードを用いて入
力することが可能である。
【００７０】
　また、当該処理を終了させる「終了」ボタン２０８も設けられている。
　再び、図９を参照して、次に、設定入力があったかどうかを判断する（ステップＳ３２
）。
【００７１】
　具体的には、図１０のＯＮ／ＯＦＦ設定画面２０１において、アイコンボタンの指定に
従う設定入力が有ったかどうかを判断する。
【００７２】
　そして、設定入力があった場合（ステップＳ３２においてＹＥＳ）には、コマンドを送
信する（ステップＳ３４）。具体的には、後述するが図２４（Ａ）で示されるコマンドを
含む送信フレームを送信する。
【００７３】
　送信フレームの詳細については後述するが、例えば、「全照明ＯＮ」ボタン２０２の入
力があった場合には、複数の照明装置のすべてについて調光制御の開始を指示するデータ
を含める。また、「全照明ＯＦＦ」ボタン２０３の入力があった場合には、複数の照明装
置のすべてについて調光制御の終了を指示するデータを含める。また、「対象ＩＤ」の入
力受付ボタン２０５および対象ＩＤの照明装置に対する「ＯＮ」ボタン２０６あるいは「
ＯＦＦ」ボタン２０７の入力があった場合には、「対象ＩＤ」に対応する指定された照明
装置について、調光制御の開始を指示するあるいは調光制御の終了を指示するデータを含
める。なお、「対象ＩＤ」として、グループＧＩＤを指定した場合には、当該指定したグ
ループＧＩＤに属する照明装置について、調光制御の開始を指示するあるいは調光制御の
終了を指示するデータを含める。
【００７４】
　当該データに基づいて、当該送信フレームを受信した照明装置３０においてコマンドに
従う所定の処理が実行される。
【００７５】
　なお、複数の照明装置が既にＯＮしている場合であっても、「全照明ＯＮ」ボタン２０
２の入力があった場合には、調光制御の開始を指示するデータが送信されることにより、
後述する輝度データの設定に関して、反映タイミングとして「後で反映」にチェックフラ
グが付加されて設定されている場合には、当該調光制御の開始を指示するデータの入力に
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従って調光制御を開始することが可能となる。
【００７６】
　次に、コマンドの送信に対して返信が有ったかどうかを判断する（ステップＳ３５）。
具体的には、返信として図２４（Ａ）で示されるコマンドを含む受信フレームを受信する
。
【００７７】
　ステップＳ３５において、返信が有った場合（ステップＳ３５においてＹＥＳ）には、
処理を終了する（リターン）。
【００７８】
　一方で、ステップＳ３５において、コマンドの送信に対して返信がなかった場合には、
エラー処理とする（ステップＳ３６）。そして、処理を終了する（リターン）。
【００７９】
　エラー処理としては、再度、コマンドを再送信するリトライを実行するようにしても良
いし、他のエラーに対する処置を実行するようにしても良い。
【００８０】
　なお、当該コマンドの送信が個別の照明装置を宛先とするものでない場合、例えば、グ
ループＧＩＤを指定したグループ宛あるいは全ての照明装置を対象とする同報宛である場
合には、返信がない場合にもエラー処理としないものとする。
【００８１】
　本発明の実施の形態における各照明装置は、基本的にはグループ宛あるいは同報宛のコ
マンドを受信した場合には、その返信をしないものとしている。当該処理により、グルー
プ宛あるいは同報宛のコマンドを受信した場合に、それぞれの照明装置から複数の返信が
通信ケーブル２５に送出されることを防止してデータの衝突等が生じてしまうことを防ぐ
ことが可能である。
【００８２】
　一方で、設定入力が無かった場合（ステップＳ３２においてＮＯ）には、処理を終了す
る（リターン）。具体的には、例えば、図１０のＯＮ／ＯＦＦ設定画面２０１において、
処理を終了させる「終了」ボタン２０８が押下された場合に相当する。当該場合には、処
理を終了して、再び、図８のメニュー画面に戻るものとする。
【００８３】
　＜輝度設定処理＞
　図１１は、本発明の実施の形態に従う輝度設定処理を説明するフロー図である。
【００８４】
　当該フローは、ＣＰＵ１がＲＯＭ２に格納されたプログラムを読み込むことにより実行
されるものとする。
【００８５】
　図１１を参照して、まず、ＣＰＵ１は、輝度選択画面をディスプレイ７に表示する（ス
テップＳ４０）。
【００８６】
　図１２は、本発明の実施の形態に従う輝度選択画面５０１を説明する図である。
　図１２を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示された輝度選択画面５０１が示さ
れている。輝度選択画面５０１には、タッチパネルを介してユーザからの選択が可能に設
けられた複数のアイコンボタンが設けられているものとする。
【００８７】
　一例として、「輝度データ設定」ボタン５０２と、「輝度テーブルデータ設定」ボタン
５０３とが設けられている場合が示されている。
【００８８】
　「輝度データ設定」ボタン５０２は、輝度データを直接的に指定して照明装置３０の輝
度の設定を指示するためのボタンである。
【００８９】



(12) JP 2012-256533 A 2012.12.27

10

20

30

40

50

　一方、「輝度テーブルデータ設定」ボタン５０３は、照明装置３０のメモリに格納され
ている輝度テーブルを指定して照明装置３０の輝度の設定を指示するためのボタンである
。
【００９０】
　再び、図１１を参照して、輝度データ設定の入力があったかどうかを判断する（ステッ
プＳ４１）。
【００９１】
　具体的には、図１２の輝度選択画面５０１において、「輝度データ設定」ボタン５０２
の入力が有ったかどうかを判断する。
【００９２】
　そして、ステップＳ４１において、輝度データ設定の入力があった場合（ステップＳ４
１においてＹＥＳ）には、輝度データ設定画面を表示する（ステップＳ４２）。
【００９３】
　一方、ステップＳ４１において、輝度データ設定の入力がなかった場合（ステップＳ４
１においてＮＯ）、すなわち、輝度テーブルデータ設定の入力があった場合には、輝度テ
ーブルデータ設定画面を表示する（ステップＳ４４）。
【００９４】
　具体的には、図１２の輝度選択画面５０１において、「輝度テーブルデータ設定」ボタ
ン５０３の入力が有った場合に相当する。
【００９５】
　図１３は、本発明の実施の形態に従う輝度データ設定画面５１１を説明する図である。
　図１３を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示された輝度データ設定画面５１１
が示されている。輝度データ設定画面５１１には、タッチパネルを介してユーザからの選
択が可能に設けられた複数のアイコンボタンが設けられているものとする。
【００９６】
　一例として、「対象ＩＤ」の入力受付ボタン５１２、「輝度」のデータ入力受付ボタン
５１３、「反映タイミング」のフラグ設定入力受付ボタン５１４と、「フェード時間」の
設定入力受付ボタン５１５と、「実行」ボタン５１６と、「キャンセル」ボタン５１７と
が設けられている場合が示されている。
【００９７】
　「対象ＩＤ」の入力受付ボタン５１２は、当該領域を選択することにより番号の入力が
可能となるものとする。上述したように当該番号の入力は、図示しないキーボードあるい
はソフトウェアキーボードを用いて入力することが可能である。当該番号を入力して、照
明装置にそれぞれ割り当てられた個別ＩＤ等を指定することが可能である。なお、本例に
おいては、個別ＩＤとして「０１」が指定されている場合が示されている。なお、個別Ｉ
Ｄの指定に限られず、グループ宛あるいは同報宛（「ＦＦ」を指定）とすることも可能で
ある。他の場合のＩＤの指定についても同様である。
【００９８】
　「輝度」のデータ入力受付ボタン５１３は、当該領域を選択することにより照明装置の
明るさを規定する輝度の割合の入力が可能となるものとする。入力については、図示しな
いキーボードあるいはソフトウェアキーボードを用いて入力することが可能である。当該
割合を入力して、指定した個別ＩＤに対応する照明装置の明るさを設定することが可能で
ある。なお、本例においては、輝度データとして、「８５％」が指定されている場合が示
されている。
【００９９】
　「反映タイミング」のフラグ設定入力受付ボタン５１４は、当該領域を選択することに
より、反映タイミングの切替が可能となるものとする。具体的には、「すぐ反映」と、「
後で反映」の反映タイミングを設定することが可能である。本例においては、一例として
、「後で反映」にチェックフラグが付加されて設定されている場合が示されている。なお
、当該場合に、再度、「反映タイミング」のフラグ設定入力受付ボタン５１４を押下した
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場合には、反映タイミングが「すぐ反映」に切り替えられるとともに、チェックフラグが
「すぐ反映」に付加されて設定されるものとする。
【０１００】
　ここで、反映タイミングとして、「すぐ反映」にチェックフラグが付加されて設定され
ている場合には、当該輝度データの設定コマンドが実行された場合、具体的には「実行」
ボタン５１６が選択された場合に調光制御が開始される。
【０１０１】
　一方、反映タイミングとして、「後で反映」にチェックフラグが付加されて設定されて
いる場合には、当該輝度データの設定コマンドが実行された場合に調光制御を開始するの
ではなく、後に調光制御を開始するコマンド（ＯＮ／ＯＦＦ設定）の入力に従って調光制
御が開始される。なお、反映タイミングとして、「後で反映」にチェックフラグが付加さ
れて設定されている場合に調光制御を開始するコマンドは、ＯＮ／ＯＦＦ設定の入力に限
定されず、「後で反映」を実行するための専用の調光開始コマンドの入力によるものであ
っても良い。
【０１０２】
　「フェード時間」の設定入力受付ボタン５１５は、当該領域を選択することによりフェ
ード時間の入力が可能となるものとする。上述したように当該入力は、図示しないキーボ
ードあるいはソフトウェアキーボードを用いて入力することが可能である。当該時間を入
力して、現在の輝度データから設定された輝度データに変化させる調光制御を実行する時
間を指定することが可能である。なお、本例においては、フェード時間として「１０秒」
が指定されている場合が示されている。なお、本例においては、フェード時間として、時
間の長さが規定されているが特にこれに限られず、フェードの速さとして規定するように
しても良い。あるいは時刻指定とすることも可能である。
【０１０３】
　そして、「実行」ボタン５１６を選択することにより輝度データ設定画面５１１で設定
した内容の入力を受け付けるものとする。なお、「キャンセル」ボタン５１７を選択した
場合には、当該輝度設定処理を終了する。
【０１０４】
　なお、本実施の形態に従う照明システムにおいては、照明装置の明るさを規定するため
に輝度の割合（輝度データ）を設定する方式について説明するが、特に輝度に限られず、
他のパラメータを用いて明るさを規定するようにしても良い。例えば、輝度データの代わ
りに色温度を規定する色温度データを設定するようにしてもよい。あるいは両方を設定可
能としておいて、選択的に利用するようにしても良い。色温度データを利用する場合には
、色温度を測定するためのセンサを設けて、設定された色温度となるように調光制御する
ようにしても良い。
【０１０５】
　図１４は、本発明の実施の形態に従う輝度テーブルデータ設定画面５２１を説明する図
である。
【０１０６】
　図１４を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示された輝度テーブルデータ設定画
面５２１が示されている。輝度テーブルデータ設定画面５２１には、タッチパネルを介し
てユーザからの選択が可能に設けられた複数のアイコンボタンが設けられているものとす
る。
【０１０７】
　一例として、「対象ＩＤ」の入力受付ボタン５２２、「テーブル」番号のデータ入力受
付ボタン５２３、「反映タイミング」のフラグ設定入力受付ボタン５２４と、「フェード
時間」の設定入力受付ボタン５２５と、「実行」ボタン５２６と、「キャンセル」ボタン
５２７とが設けられている場合が示されている。
【０１０８】
　「対象ＩＤ」の入力受付ボタン５２２は、当該領域を選択することにより番号の入力が
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可能となるものとする。上述したように当該番号の入力は、図示しないキーボードあるい
はソフトウェアキーボードを用いて入力することが可能である。当該番号を入力して、照
明装置にそれぞれ割り当てられた個別ＩＤを指定することが可能である。なお、本例にお
いては、個別ＩＤとして「０１」が指定されている場合が示されている。
【０１０９】
　「テーブル」番号のデータ入力受付ボタン５２３は、当該領域を選択することにより照
明装置３０のメモリ２９に格納されている輝度テーブルの番号の入力が可能となるものと
する。入力については、図示しないキーボードあるいはソフトウェアキーボードを用いて
入力することが可能である。当該番号を入力して、照明装置３０のメモリ２９に格納され
ている輝度データが格納されている輝度テーブルを指定することが可能である。なお、本
例においては、テーブル番号として、「０１」が指定されている場合が示されている。
【０１１０】
　「反映タイミング」のフラグ設定入力受付ボタン５２４は、当該領域を選択することに
より、反映タイミングの切替が可能となるものとする。具体的には、「すぐ反映」と、「
後で反映」の反映タイミングを設定することが可能である。本例においては、一例として
、「後で反映」にチェックフラグが付加されて設定されている場合が示されている。なお
、当該場合に、再度、「反映タイミング」のフラグ設定入力受付ボタン５２４を押下した
場合には、反映タイミングが「すぐ反映」に切り替えられるとともに、チェックフラグが
「すぐ反映」に付加されて設定されるものとする。
【０１１１】
　ここで、反映タイミングとして、「すぐ反映」にチェックフラグが付加されて設定され
ている場合には、当該輝度テーブルデータの設定コマンドが実行された場合、具体的には
「実行」ボタン５１６が選択された場合に調光制御が開始されるものとする。
【０１１２】
　一方、反映タイミングとして、「後で反映」にチェックフラグが付加されて設定されて
いる場合には、当該輝度テーブルデータの設定コマンドが実行された場合に調光制御を開
始されるのではなく、後に調光制御を開始するコマンドの入力に従って調光制御が開始さ
れるものとする。
【０１１３】
　「フェード時間」の設定入力受付ボタン５２５は、当該領域を選択することにより時間
の入力が可能となるものとする。上述したように当該入力は、図示しないキーボードある
いはソフトウェアキーボードを用いて入力することが可能である。当該時間を入力して、
現在の輝度データから設定された輝度データに変化させる調光制御を実行する時間を指定
することが可能である。なお、本例においては、フェード時間として「１０秒」が指定さ
れている場合が示されている。
【０１１４】
　そして、「実行」ボタン５２６を選択することにより輝度データ設定画面５１１で設定
した内容の入力を受け付けるものとする。なお、「キャンセル」ボタン５２７を選択した
場合には、当該輝度設定処理を終了する。
【０１１５】
　再び、図１１を参照して、設定入力が有るかどうかを判断する（ステップＳ４３）。具
体的には、輝度データ設定画面５１１における「実行」ボタン５１６の入力あるいは、輝
度テーブルデータ設定画面５２１における「実行」ボタン５２６の入力があったかどうか
を判断する。
【０１１６】
　ステップＳ４３において、設定入力が有ると判断した場合（ステップＳ４３においてＹ
ＥＳ）には、コマンドを送信する（ステップＳ４５）。具体的には、後述するが図２４（
Ｂ）、（Ｃ）で示されるコマンドを含む送信フレームを送信する。
【０１１７】
　送信フレームの詳細については後述するが、例えば、輝度データ設定画面５１１におい
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て、「実行」ボタン５１６の入力が有った場合には、当該画面で設定した輝度データの設
定を指示するデータを含める。また、輝度テーブルデータ設定画面５２１において、「実
行」ボタン５２６の入力が有った場合には、当該画面で設定した輝度テーブルの番号に従
う輝度データの設定を指示するデータを含める。なお、後述するが、受信した照明装置に
おいては、「反映タイミング」の設定のデータに従って、当該設定をすぐに反映するか、
あるいは、後で反映するかが判断され、すぐに反映される場合には、当該コマンドに応答
してすぐに調光制御を開始する。一方、後で反映する場合には、後に送信されるコマンド
に応答して調光制御を開始する。
【０１１８】
　次に、コマンドの送信に対して返信が有ったかどうかを判断する（ステップＳ４６）。
具体的には、返信として後述するが図２４（Ｂ）、（Ｃ）で示されるコマンドを含む受信
フレームを受信する。
【０１１９】
　ステップＳ４６において、返信が有った場合（ステップＳ４６においてＹＥＳ）には、
処理を終了する（リターン）。
【０１２０】
　一方で、ステップＳ４６において、コマンドの送信に対して返信がなかった場合には、
エラー処理とする（ステップＳ４７）。そして、処理を終了する（リターン）。
【０１２１】
　エラー処理としては、上述したように、再度、コマンドを再送信するリトライを実行す
るようにしても良いし、他のエラーに対する処置を実行するようにしても良い。
【０１２２】
　なお、上述したように、当該コマンドの送信が個別の照明装置を宛先とするものでない
場合、例えば、グループ宛あるいは全ての照明装置を対象とする同報宛である場合には、
返信がない場合にもエラー処理としないものとする。
【０１２３】
　一方、ステップＳ４３において、設定入力が無いと判断した場合（ステップＳ４３にお
いてＮＯ）には、処理を終了する（リターン）。具体的には、輝度データ設定画面５１１
における「キャンセル」ボタン５１７の入力あるいは、輝度テーブルデータ設定画面５２
１における「キャンセル」ボタン５２７の入力があったかどうかを判断する。当該入力が
あった場合には、処理を終了して、メニュー表示に戻る。
【０１２４】
　＜テーブル編集／確認処理＞
　図１５は、本発明の実施の形態に従うテーブル編集／確認処理を説明するフロー図であ
る。
【０１２５】
　当該フローは、ＣＰＵ１がＲＯＭ２に格納されたプログラムを読み込むことにより実行
されるものとする。
【０１２６】
　図１５を参照して、まず、ＣＰＵ１は、テーブル編集確認画面７０１をディスプレイ７
に表示する（ステップＳ５０）。
【０１２７】
　図１６は、本発明の実施の形態に従うテーブル編集確認画面７０１を説明する図である
。
【０１２８】
　図１６を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示されたテーブル編集確認画面７０
１が示されている。テーブル編集確認画面７０１には、タッチパネルを介してユーザから
の選択が可能に設けられた複数のアイコンボタンが設けられているものとする。
【０１２９】
　一例として、「輝度テーブル編集」ボタン７０２と、「輝度テーブル確認」ボタン７０
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３とが設けられている場合が示されている。
【０１３０】
　「輝度テーブル編集」ボタン７０２は、照明装置３０のメモリに格納されている輝度テ
ーブルのデータの編集を指示するためのボタンである。
【０１３１】
　一方、「輝度テーブル確認」ボタン７０３は、照明装置３０のメモリに格納されている
輝度テーブルのデータの内容の確認を指示するためのボタンである。
【０１３２】
　再び、図１５を参照して、輝度テーブル編集の入力があったかどうかを判断する（ステ
ップＳ５２）。
【０１３３】
　具体的には、図１６のテーブル編集確認画面７０１において、「輝度テーブル編集」ボ
タン７０２の入力が有ったかどうかを判断する。
【０１３４】
　そして、ステップＳ５２において、輝度テーブル編集の入力があったと判断した場合（
ステップＳ５２においてＹＥＳ）には、輝度テーブル作成画面を表示する（ステップＳ５
４）。
【０１３５】
　一方、ステップＳ５２において、輝度テーブル編集の入力がなかったと判断した場合（
ステップＳ５２においてＮＯ）、すなわち、輝度テーブル確認の入力があった場合には、
輝度テーブル確認画面を表示する（ステップＳ５８）。
【０１３６】
　具体的には、図１６のテーブル編集確認画面７０１において、「輝度テーブル確認」ボ
タン７０３の入力が有った場合に相当する。
【０１３７】
　図１７は、本発明の実施の形態に従う輝度テーブル作成画面７１１を説明する図である
。
【０１３８】
　図１７を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示された輝度テーブル作成画面７１
１が示されている。輝度テーブル作成画面７１１には、タッチパネルを介してユーザから
の選択が可能に設けられた複数のアイコンボタンが設けられているものとする。
【０１３９】
　一例として、「対象ＩＤ」の入力受付ボタン７１２、「輝度」のデータ入力受付ボタン
７１３、「テーブル」番号の入力受付ボタン７１４と、「実行」ボタン７１５と、「キャ
ンセル」ボタン７１６とが設けられている場合が示されている。
【０１４０】
　「対象ＩＤ」の入力受付ボタン７１２は、当該領域を選択することにより番号の入力が
可能となるものとする。上述したように当該番号の入力は、図示しないキーボードあるい
はソフトウェアキーボードを用いて入力することが可能である。当該番号を入力して、照
明装置にそれぞれ割り当てられた個別ＩＤを指定することが可能である。なお、本例にお
いては、個別ＩＤとして「０１」が指定されている場合が示されている。
【０１４１】
　「輝度」のデータ入力受付ボタン７１３は、当該領域を選択することにより照明装置の
明るさを規定する輝度の割合の入力が可能となるものとする。入力については、図示しな
いキーボードあるいはソフトウェアキーボードを用いて入力することが可能である。当該
割合を入力して、照明装置の輝度テーブルに格納する輝度データを設定することが可能で
ある。なお、本例においては、輝度データとして、「８５％」が指定されている場合が示
されている。
【０１４２】
　「テーブル」番号の入力受付ボタン７１４は、当該領域を選択することにより照明装置
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のメモリに格納されている輝度テーブルの番号の入力が可能となるものとする。入力につ
いては、図示しないキーボードあるいはソフトウェアキーボードを用いて入力することが
可能である。当該番号を入力して、輝度データを格納する照明装置の輝度テーブルの番号
を設定し、輝度テーブルを作成することが可能である。なお、本例においては、輝度テー
ブルの番号として、「０１」が指定されている場合が示されている。
【０１４３】
　そして、照明装置３０の輝度テーブルを作成した後、輝度テーブルデータ設定画面５２
１において、作成した照明装置３０の輝度テーブルの番号を指定することが可能である。
【０１４４】
　図１８は、本発明の実施の形態に従う輝度テーブル確認画面７２１を説明する図である
。
【０１４５】
　図１８を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示された輝度テーブル確認画面７２
１が示されている。輝度テーブル確認画面７２１には、タッチパネルを介してユーザから
の選択が可能に設けられた複数のアイコンボタンが設けられているものとする。
【０１４６】
　一例として、「対象ＩＤ」の入力受付ボタン７２２と、「テーブル」番号の入力受付ボ
タン７２４と、「実行」ボタン７２５と、「キャンセル」ボタン７２６とが設けられてい
る場合が示されている。ここでは、「データの確認を実行しますか」の表示がなされてい
る。
【０１４７】
　「対象ＩＤ」の入力受付ボタン５２２は、当該領域を選択することにより番号の入力が
可能となるものとする。上述したように当該番号の入力は、図示しないキーボードあるい
はソフトウェアキーボードを用いて入力することが可能である。当該番号を入力して、照
明装置にそれぞれ割り当てられた個別ＩＤを指定することが可能である。なお、本例にお
いては、個別ＩＤとして「０１」が指定されている場合が示されている。
【０１４８】
　「テーブル」番号のデータ入力受付ボタン５２３は、当該領域を選択することにより照
明装置３０のメモリ２９に格納されている輝度テーブルの番号の入力が可能となるものと
する。入力については、図示しないキーボードあるいはソフトウェアキーボードを用いて
入力することが可能である。当該番号を入力して、照明装置３０のメモリ２９に格納され
ている輝度データが格納されている輝度テーブルを指定することが可能である。なお、本
例においては、テーブル番号として、「０１」が指定されている場合が示されている。
【０１４９】
　再び、図１５を参照して、入力が有るかどうかを判断する（ステップＳ５６）。具体的
には、輝度テーブル作成画面７１１において、「実行」ボタン７１５の入力あるいは、輝
度テーブル確認画面７２１において、「実行」ボタン７２５の入力があったかどうかを判
断する。
【０１５０】
　ステップＳ５６において、入力が有ると判断した場合（ステップＳ５６においてＹＥＳ
）には、コマンドを送信する（ステップＳ５７）。具体的には、輝度テーブル作成画面７
１１において、「実行」ボタン７１５の入力が有った場合には、当該画面で設定した輝度
テーブルの作成を指示するコマンドを送信する。また、輝度テーブル確認画面７２１にお
いて、「実行」ボタン７２５の入力があった場合には、当該画面で指定した輝度テーブル
の内容を確認するコマンドを送信する。具体的には、後述するが図２４（Ｄ）、図２５（
Ｅ）で示されるコマンドを含む送信フレームを送信する。
【０１５１】
　送信フレームの詳細については後述するが、例えば、輝度テーブル作成画面７１１にお
いて、「実行」ボタン７１５の入力が有った場合には、当該画面で指定した輝度テーブル
の作成を指示するデータを含める。輝度テーブル確認画面７２１において、「実行」ボタ
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ン７２５の入力が有った場合には、当該画面で指定した輝度テーブルの内容の確認を指示
するデータを含める。
【０１５２】
　次に、コマンドの送信に対して返信が有ったかどうかを判断する（ステップＳ５８）。
具体的には、返信として後述するが図２４（Ｄ）、図２５（Ｅ）で示されるコマンドを含
む受信フレームを受信する。
【０１５３】
　ステップＳ５８において、返信が有った場合（ステップＳ５８においてＹＥＳ）には、
処理を終了する（リターン）。
【０１５４】
　一方で、ステップＳ５８において、コマンドの送信に対して返信がなかった場合には、
エラー処理とする（ステップＳ５９）。そして、処理を終了する（リターン）。
【０１５５】
　エラー処理としては、上述したように、再度、コマンドを再送信するリトライを実行す
るようにしても良いし、他のエラーに対する処置を実行するようにしても良い。
【０１５６】
　なお、上述したように、当該コマンドの送信が個別の照明装置を宛先とするものでない
場合、例えば、グループ宛あるいは全ての照明装置を対象とする同報宛である場合には、
返信がない場合にもエラー処理としないものとする。
【０１５７】
　一方、ステップＳ５６において、入力が無いと判断した場合（ステップＳ５６において
ＮＯ）には、処理を終了する（リターン）。具体的には、輝度テーブル作成画面７１１に
おいて、「キャンセル」ボタン７１６の入力あるいは、輝度テーブル確認画面７２１にお
いて、「キャンセル」ボタン７２６の入力があったかどうかを判断する。当該入力が有っ
た場合には、処理を終了して、メニュー表示に戻る。
【０１５８】
　輝度テーブル作成画面７１１における指示に対しては、照明装置３０のメモリ２９に輝
度テーブルが作成される。また、輝度テーブル確認画面７２１における指示に対しては、
照明装置３０からの返信内容に従って、輝度テーブルの値が表示されるものとする。
【０１５９】
　次に、照明装置３０の動作について説明する。
　図１９は、本発明の実施の形態に従う照明装置のデータの受信処理を説明するフロー図
である。
【０１６０】
　図１９を参照して、まず、データの受信が有ったかどうかを判断する（ステップＳ１０
０）。具体的には、ＣＰＵ２２は、通信Ｉ／Ｆ２６を介して通信ケーブル２５に送信され
た送信フレームを受信したかどうかを判断する。
【０１６１】
　次に、自装置宛かどうかを判断する（ステップＳ１０２）。具体的には、送信フレーム
の宛先が自装置宛であるか否かを判断する。
【０１６２】
　ステップＳ１０２において、自装置宛であると判断した場合（ステップＳ１０２におい
てＹＥＳ）には、データエラーがあるかどうかを判断する（ステップＳ１０８）。
【０１６３】
　ステップＳ１０８において、データエラーが有ると判断した場合（ステップＳ１０８に
おいてＹＥＳ）には、エラー返信する（ステップＳ１１４）。
【０１６４】
　一方、ステップＳ１０８において、データエラーが無いと判断した場合（ステップＳ１
０８においてＮＯ）には、コマンドを受け付ける（ステップＳ１０９）。具体的には、送
信フレームに含まれているコマンド等のデータを抽出する。
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【０１６５】
　そして、コマンドを実行する（ステップＳ１１０）。抽出したデータに基づくコマンド
を実行する。
【０１６６】
　次に、返信処理を実行する（ステップＳ１１２）。返信処理については後述する。
　一方、ステップＳ１０２において、自装置宛でないと判断した場合（ステップＳ１０２
においてＮＯ）には、同報宛かどうかを判断する（ステップＳ１０４）。
【０１６７】
　ステップＳ１０４において同胞宛であると判断した場合（ステップＳ１０４においてＹ
ＥＳ）には、ステップＳ１０８に進む、以降の処理については同様である。
【０１６８】
　一方、ステップＳ１０４において、同報宛でないと判断した場合（ステップＳ１０４に
おいてＮＯ）には、処理を終了する（エンド）。すなわち、受信したデータの入力を受け
付けない。
【０１６９】
　図２０は、本発明の実施の形態に従う照明装置の返信処理を説明するフロー図である。
　図２０を参照して、送信フレームが同報宛かどうかを判断する（ステップＳ１２０）。
【０１７０】
　ステップＳ１２０において、送信フレームが同報宛であると判断した場合（ステップＳ
１２０においてＹＥＳ）には、次に、受け付けたコマンドは接続確認かどうかを判断する
（ステップＳ１２２）。
【０１７１】
　ステップＳ１２２において、受け付けたコマンドが接続確認であると判断した場合（ス
テップＳ１２２においてＹＥＳ）には、返信し（ステップＳ１２４）、処理を終了する（
リターン）。
【０１７２】
　具体的には、後述するが自己に現在割り当てられている個別ＩＤを返信する。
　一方、ステップＳ１２２において、受け付けたコマンドが接続確認でないと判断した場
合（ステップＳ１２２においてＮＯ）には、返信せず（ステップＳ１２６）に、処理を終
了する（リターン）。
【０１７３】
　ステップＳ１２０において、送信フレームが同報宛で無いと判断した場合（ステップＳ
１２０においてＮＯ）には、コマンドに応じた返信を実行する（ステップＳ１２８）。そ
して、処理を終了する（リターン）。
【０１７４】
　本発明の実施の形態に従う照明装置の返信処理としては、同報宛のコマンドでない場合
には、返信を実行し、同報宛のコマンドである場合には、その返信をしないものとしてい
る。当該処理により、同報宛のコマンドを受信した場合に、それぞれの照明装置から複数
の返信が通信ケーブル２５に送出されることを防止してデータの衝突等が生じてしまうこ
とを防ぐことが可能である。なお、同報宛のコマンドである場合であってもコマンドの種
類として接続確認のコマンドである場合には個別ＩＤを返信することとしている。接続確
認については後述する。なお、本例においては、同報宛のコマンドの場合には、基本的に
は返信しないようにする方式について説明するが、グループ宛の場合についても同様であ
るものとする。
【０１７５】
　図２１は、本発明の実施の形態に従うコマンドの種類を説明する図である。
　図２１を参照して、ここでは、照明制御に用いられる複数のコマンドが設けられている
場合が示されている。
【０１７６】
　具体的には、コマンドＣＭＤ０Ａは、照明ＯＮ／ＯＦＦ要求に関するコマンドである。



(20) JP 2012-256533 A 2012.12.27

10

20

30

40

50

コマンドＣＭＤ１Ａは、接続確認に関するコマンドである。ＣＭＤ１Ｂは、ＩＤ設定に関
するコマンドである。コマンドＣＭＤ１Ｃは、グループ電文の結果確認のためのコマンド
である。ＣＭＤ１Ｄは、ＩＤ設定の取り消しに関するコマンドである。
【０１７７】
　コマンドＣＭＤ２Ｂは、輝度データの設定要求に関するコマンドである。コマンドＣＭ
Ｄ２Ｃは、輝度テーブルデータの設定要求に関するコマンドである。コマンドＣＭＤ２Ｄ
は、輝度テーブルデータの作成要求に関するコマンドである。コマンドＣＭＤ２Ｅは、輝
度テーブルデータ値の取得要求に関するコマンドである。
【０１７８】
　コントロールターミナル１０は、当該コマンドを送信フレームに含めて照明装置３０に
送信する。そして、照明装置３０は、当該コマンドを含む送信フレームを受信して、コマ
ンドに応じた処理を実行する。
【０１７９】
　なお、上記コマンドに限られず、他のコマンドを用いて他の照明制御を実行するように
することも当然に可能である。
【０１８０】
　例えば、照明システムに関して、照明装置３０に複数色（Ｒ，Ｇ、Ｂ）のＬＥＤモジュ
ールが設けられている構成においては、複数色の輝度データをそれぞれ設定するコマンド
を用いることにより、照明装置３０の発光色を所望の色に設定することが可能である。あ
るいは、色温度の異なる複数のＬＥＤモジュールが設けられている構成においては、複数
の色温度データをそれぞれ設定するコマンドを用いることにより、照明装置３０の発光色
を所望の色に設定することが可能である。
【０１８１】
　図２２は、本発明の実施の形態に従う送信フレームおよび受信フレームのデータ構造を
説明する図である。
【０１８２】
　図２２（Ａ）を参照して、ここでは、コントロールターミナル１０から照明装置３０に
対して送信される送信フレームのデータ構造が示されている。
【０１８３】
　具体的には、送信フレームは、データの先頭を検知するためのスタートデータＳＴＣ、
送信側を識別するための送信元データＴＩＤ、宛先を識別するための宛先データＲＩＤ、
コマンド等を含むデータ本文ＤＡＴ、データの誤りをチェックするための誤り訂正データ
ＣＲＣ、データの終了を検知するためのストップデータＳＰＣとで構成されている。
【０１８４】
　例えば、コントロールターミナル１０から個別ＩＤ０１の照明装置３０に対してコマン
ドを含む送信フレームを送信する場合、送信元データＴＩＤは、コントロールターミナル
１０の個別ＩＤ００が含まれる。また、宛先データＲＩＤには、照明装置３０の個別ＩＤ
０１が含まれる。これにより送信元と宛先とを識別して送信フレームを適切な宛先に送信
することが可能となる。
【０１８５】
　照明装置３０において、自装置宛か否かは、宛先データＲＩＤを確認することにより判
断することが可能である。具体的には、宛先データＲＩＤに含められているＩＤと一致す
るか否かに基づいて判断することが可能である。なお、宛先データＲＩＤがグループＧＩ
Ｄである場合には、照明装置３０が割り当てられているＧＩＤと一致するか否かに基づい
て判断する。また、同報宛である場合には、ＩＤとの比較において一致すると判断する。
【０１８６】
　送信フレームにデータエラーがあるかどうかは、誤り訂正データＣＲＣを用いて公知の
巡回冗長検査の実行により判断される。当該巡回冗長検査を実行するためのプログラムは
、照明装置３０のメモリ２９に予め格納されているものとする。
【０１８７】
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　送信フレームのデータ本文は、データ本文の長さを規定する長さデータＬＥＮと、所定
の処理を実行するためのコマンドＣＭＤと、所定の処理を実行する際に用いるための制御
データＰＭＴとで構成されている。
【０１８８】
　図２２（Ｂ）を参照して、ここでは、照明装置３０からコントロールターミナル１０に
対して返信する受信フレームのデータ構造が示されている。
【０１８９】
　具体的には、受信フレームも送信フレームと同様のデータ構造であるのでその詳細な説
明は繰り返さない。具体的には、スタートデータＳＴＣ、送信元データＴＩＤ、宛先デー
タＲＩＤ、データ本文ＤＡＴ、誤り訂正データＣＲＣ、ストップデータＳＰＣとで構成さ
れている。
【０１９０】
　例えば、個別ＩＤ０１の照明装置３０からコントロールターミナル１０に対して受信フ
レームを返信する場合、送信元データＴＩＤは、照明装置３０の個別ＩＤ０１が含まれる
。また、宛先データＲＩＤには、コントロールターミナル１０の個別ＩＤ００が含まれる
。これにより送信元と宛先とを識別して受信フレームをコントロールターミナル１０に送
信することが可能となる。
【０１９１】
　なお、受信フレームのデータ本文は、データ本文の長さを規定する長さデータＬＥＮと
、所定の処理を実行するためのコマンドＣＭＤと、エラーの有無等を示すエラーコードＥ
ＲＲと、所定の処理を実行する際に用いるための制御データＰＭＴとで構成されている。
【０１９２】
　図２３は、本発明の実施の形態に従うエラーコードを説明する図である。
　図２３を参照して、エラーＥＲ００は、正常通信であることを示す。すなわち、送信フ
レームが対象となる照明装置に正常に受信されたことを示す。
【０１９３】
　エラーＥＲ０１は、コマンドエラーであることを示す。すなわち、送信フレームにより
指示されたコマンドが規定外のコマンドである場合である。
【０１９４】
　エラーＥＲ０２は、パラメータエラーであることを示す。すなわち、送信フレームによ
り指示されたコマンドに従うパラメータが規定外の値である場合である。
【０１９５】
　エラーＥＲ０３は、レングスエラーであることを示す。すなわち、受信したデータの実
際の長さと、長さデータで規定されたデータとの長さが異なる場合である。
【０１９６】
　エラーＥＲ１０は、テーブル設定が無いことを示す。すなわち、例えば、輝度テーブル
の番号が指定された場合に当該テーブルが作成されていない場合である。
【０１９７】
　エラーＥＲ１１は、フラッシュメモリが異常であることを示す。例えば、テーブルの作
成要求があった場合に、テーブルを作成することができない場合である。
【０１９８】
　エラーＥＲ２０は、機種対象外であることを示す。すなわち、コマンドを実行する対象
の機種でない場合である。
【０１９９】
　エラーＥＲ２１は、調光範囲外であることを示す。すなわち、指定した輝度データが調
光範囲外のデータである場合である。
【０２００】
　図２４および図２５は、本発明の実施の形態に従うコマンド毎の送信フレームおよび受
信フレームのデータ本文ＤＡＴの内容を説明する図である。
【０２０１】
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　図２４（Ａ）を参照して、ここでは、照明ＯＮ／ＯＦＦ要求に関するコマンドＣＭＤ０
Ａに従う送信フレームおよび受信フレームのデータ本文ＤＡＴが示されている。
【０２０２】
　制御データＰＭＴには、照明ＯＮあるいは照明ＯＦＦを規定するデータが格納される。
当該送信フレームを受信した照明装置は、当該コマンドおよび制御データに従って照明Ｏ
Ｎ／ＯＦＦの制御を実行する。
【０２０３】
　受信フレームには、送信フレームの内容とともにエラーコードが付加されて返信される
。
【０２０４】
　例えば、エラーコードＥＲＲがＥＲ００の場合には、正常通信であるとして返信される
。
【０２０５】
　図２４（Ｂ）を参照して、輝度データ設定要求に関するコマンドＣＭＤ２Ｂに従う送信
フレームおよび受信フレームのデータ本文ＤＡＴが示されている。
【０２０６】
　制御データＰＭＴには、輝度データ、反映タイミング、フェード時間に関するデータが
それぞれ格納される。当該送信フレームを受信した照明装置は、当該コマンドおよび制御
データに従って調光制御を実行する。反映タイミングに関するデータは、調光制御を開始
するタイミングを規定する制御データ（タイミング制御データ）である。
【０２０７】
　受信フレームには、送信フレームの内容とともにエラーコードが付加されて返信される
。
【０２０８】
　例えば、エラーコードＥＲＲがＥＲ００の場合には、正常通信であるとして返信される
。
【０２０９】
　図２４（Ｃ）を参照して、輝度テーブルデータ設定要求に関するコマンドＣＭＤ２Ｃに
従う送信フレームおよび受信フレームのデータ本文ＤＡＴが示されている。
【０２１０】
　制御データＰＭＴには、テーブル番号、反映タイミング、フェード時間に関するデータ
がそれぞれ格納される。当該送信フレームを受信した照明装置は、当該コマンドおよび制
御データに従って調光制御を実行する。
【０２１１】
　受信フレームには、送信フレームの内容とともにエラーコードが付加されて返信される
。
【０２１２】
　例えば、エラーコードＥＲＲがＥＲ００の場合には、正常通信であるとして返信される
。
【０２１３】
　図２４（Ｄ）を参照して、輝度テーブルデータ作成要求に関するコマンドＣＭＤ２Ｄに
従う送信フレームおよび受信フレームのデータ本文ＤＡＴが示されている。
【０２１４】
　制御データＰＭＴには、テーブル番号、輝度データに関するデータがそれぞれ格納され
る。当該送信フレームを受信した照明装置は、当該指定されたテーブル番号の輝度テーブ
ルに輝度データを登録する処理を実行する。
【０２１５】
　受信フレームには、送信フレームの内容とともにエラーコードが付加されて返信される
。
【０２１６】
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　例えば、エラーコードＥＲＲがＥＲ００の場合には、正常通信であるとして返信される
。
【０２１７】
　図２５（Ｅ）を参照して、輝度テーブルデータ値取得要求に関するコマンドＣＭＤ２Ｅ
に従う送信フレームおよび受信フレームのデータ本文ＤＡＴが示されている。
【０２１８】
　制御データＰＭＴには、テーブル番号に関するデータが格納される。当該送信フレーム
を受信した照明装置は、当該指定されたテーブル番号に格納された輝度データを取得して
、受信フレームとして返信する処理を実行する。
【０２１９】
　受信フレームには、送信フレームの内容とともにエラーコードおよび輝度データが付加
されて返信される。これにより、当該受信フレームを受信したコントロールターミナルは
、指定した照明装置３０のメモリ２９に格納されている輝度テーブルのテーブル番号に登
録されている輝度データの値を把握することが可能である。
【０２２０】
　図２５（Ｆ）を参照して、接続確認に関するコマンドＣＭＤ１Ａに従う送信フレームお
よび受信フレームのデータ本文ＤＡＴが示されている。
【０２２１】
　制御データＰＭＴは、特に設けられておらず、コマンドのみである。当該送信フレーム
を受信した照明装置は、当該コマンドに従って、割り当てられている個別ＩＤおよびグル
ープＧＩＤを取得して、受信フレームとして返信する処理を実行する。
【０２２２】
　受信フレームには、送信フレームの内容とともにエラーコードおよび個別ＩＤおよびグ
ループＧＩＤが付加されて返信される。これにより、当該受信フレームを受信したコント
ロールターミナルは、指定した照明装置３０に割り当てられている個別ＩＤおよびグルー
プＧＩＤを把握することが可能である。
【０２２３】
　図２５（Ｇ）を参照して、ＩＤ変更要求に関するコマンドＣＭＤ１Ｂに従う送信フレー
ムおよび受信フレームのデータ本文ＤＡＴが示されている。
【０２２４】
　制御データＰＭＴには、個別ＩＤおよびグループＧＩＤに関するデータがそれぞれ格納
される。当該送信フレームを受信した照明装置は、割り当てられている個別ＩＤおよびグ
ループＧＩＤを、当該指定された個別ＩＤおよびグループＧＩＤに変更する処理を実行す
る。
【０２２５】
　受信フレームには、送信フレームの内容とともにエラーコードが付加されて返信される
。
【０２２６】
　図２５（Ｈ）を参照して、グループ電文結果確認要求に関するコマンドＣＭＤ１Ｃに従
う送信フレームおよび受信フレームのデータ本文ＤＡＴが示されている。
【０２２７】
　制御データＰＭＴは、特に設けられておらず、コマンドのみである。当該送信フレーム
を受信した照明装置は、当該コマンドに従って、グループ電文の実行結果（ＯＫあるいは
ＮＧ）を取得して、受信フレームとして返信する処理を実行する。具体的には、例えば、
同報宛あるいはグループ宛でコマンドの実行を指示した場合には、本実施の形態に従う照
明システムにおいては、データの衝突を防ぐために返信しないようにしている。したがっ
て、同報宛あるいはグループ宛でコマンドを実行した結果をコントロールターミナル１０
は、そのままでは把握することはできない。したがって、当該コマンドを実行した結果を
個別の照明装置に対してそれぞれ確認する場合に用いることが可能である。
【０２２８】
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　受信フレームには、送信フレームの内容とともにエラーコードおよび実行結果が付加さ
れて返信される。これにより、当該受信フレームを受信したコントロールターミナルは、
グループ電文の実行結果が正常に実行されたか否かを把握することが可能である。
【０２２９】
　図２５（Ｉ）を参照して、ＩＤ設定取り消しに関するコマンドＣＭＤ１Ｄに従う送信フ
レームおよび受信フレームのデータ本文ＤＡＴが示されている。
【０２３０】
　制御データＰＭＴには、変更するポイントに関するデータが格納される。具体的には、
ポイントとしては、ひとつ前を指定するデータあるいは、工場出荷時を指定するデータの
いずれかが格納される。
【０２３１】
　当該送信フレームを受信した照明装置は、現在割り当てられている個別ＩＤおよびグル
ープＧＩＤを当該指定されたポイントの個別ＩＤおよびグループＧＩＤに変更する処理を
実行する。具体的には、ひとつ前を指定するデータが格納されている場合には、ひとつ前
の個別ＩＤおよびグループＧＩＤに変更する。工場出荷時を指定するデータが格納されて
いる場合には、工場出荷時の個別ＩＤおよびグループＧＩＤに変更する。
【０２３２】
　すなわち、ＩＤ設定取り消しに関するコマンドＣＭＤ１Ｄとして、指定されたポイント
に従う２種類のコマンドが設けられている。
【０２３３】
　具体的には、ＩＤ設定の取り消しのコマンドとして、変更したＩＤに対してひとつ前の
ＩＤへ戻すことを指示するコマンド（再変更コマンド）と、変更したＩＤに対して工場出
荷時に設定されたＩＤへ戻すことを指示するコマンド（初期化コマンド）である。
【０２３４】
　受信フレームには、送信フレームの内容とともにエラーコードおよび変更した個別ＩＤ
およびグループＧＩＤの内容が付加されて返信される。
【０２３５】
　次に、コントロールターミナルと照明装置との間でのデータの授受について説明する。
　図２６は、本発明の実施の形態に従うコントロールターミナルと照明装置とのデータの
授受の流れを概略的に説明するシーケンス図である。
【０２３６】
　図２６を参照して、ここでは、通信エラーの場合と、電文エラーがある場合と、正常通
信の場合とについて説明する。なお、ここでは、コントロールターミナル１０と個別ＩＤ
０１の照明装置３０との間でのデータの授受について説明する。ＩＤ比較および判定につ
いては省略している。
【０２３７】
　まず、通信エラーの場合について説明する。例えば、コマンドとして輝度データの設定
要求を指示する場合について説明する。
【０２３８】
　まず、コントロールターミナル１０は、輝度データの設定要求の指示を受け付ける（シ
ーケンスｓｑ０）。具体的には、上述した図１３の輝度データ設定画面５１１において、
「実行」ボタン５１６を選択して、輝度データ設定画面５１１で設定した内容の入力を受
け付けた場合に相当する。
【０２３９】
　次に、コントロールターミナル１０は、照明装置３０に輝度データの設定要求に関する
コマンドを含む送信フレームを送信する（シーケンスｓｑ１）。
【０２４０】
　通信エラーの場合、照明装置３０は、当該コマンドを受信せず、無応答である。
　次に、電文エラーの場合について説明する。
【０２４１】
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　コントロールターミナル１０は、上述したのと同様に、輝度データの設定要求に関する
コマンドを含む送信フレームを送信する（シーケンスｓｑ２）。
【０２４２】
　照明装置３０は、当該送信フレームを受信し、エラーの有無を判定する（シーケンスｓ
ｑ３）。本例においては、上述した巡回冗長検査に従って電文エラーがあるものとする（
シーケンスｓｑ４）。
【０２４３】
　そして、照明装置３０は、コントロールターミナル１０にエラー有りを含む受信フレー
ムを返信する（シーケンスｓｑ５）。
【０２４４】
　次に、正常通信の場合について説明する。
　コントロールターミナル１０は、上述したのと同様に、輝度データの設定要求に関する
コマンドを含む送信フレームを送信する（シーケンスｓｑ６）。
【０２４５】
　照明装置３０は、当該送信フレームを受信し、エラーの有無を判定する（シーケンスｓ
ｑ７）。本例においては、上述した巡回冗長検査に従って電文エラーがないとする（シー
ケンスｓｑ８）。
【０２４６】
　そして、照明装置３０は、受信した送信フレームに含まれるコマンドおよび制御データ
に従って輝度データの値を変更する（シーケンスｓｑ９）。具体的には、設定された輝度
データに関して、「すぐ反映」あるいは「後で反映」の反映タイミングに従って、輝度デ
ータの値をいずれか一方のタイミングで変更する。「すぐ反映」の場合には、すぐに調光
制御を開始する。一方、「後で反映」の場合には、後に調光制御を開始するコマンド（Ｏ
Ｎ設定）の入力に従って調光制御を開始する。
【０２４７】
　そして、次に、照明装置３０は、コントロールターミナル１０にエラー無しを含む受信
フレームを返信する（シーケンスｓｑ９＃）。
【０２４８】
　図２７は、本発明の実施の形態に従うコントロールターミナルと複数の照明装置とのデ
ータの授受を説明するシーケンス図である。
【０２４９】
　ここでは、照明装置の個別ＩＤ０１，０２に対してコマンドを送信する場合について説
明する。なお、本例においては正常通信の場合について説明する。
【０２５０】
　図２７を参照して、ここでは、まず、コントロールターミナル１０は、ユーザからの入
力に従って、輝度データの設定要求の指示を受け付ける（シーケンスｓｑ１０）。具体的
には、上述した図１３の輝度データ設定画面５１１において、「実行」ボタン５１６を選
択して、輝度データ設定画面５１１で設定した内容の入力を受け付けた場合に相当する。
【０２５１】
　次に、コントロールターミナル１０は、照明装置３０に輝度データの設定要求に関する
コマンドを含む送信フレームを送信する（シーケンスｓｑ１２）。なお、ここで、宛先デ
ータは、個別ＩＤ０１宛であるものとする。
【０２５２】
　この場合、個別ＩＤ０１および個別ＩＤ０２のそれぞれの照明装置が当該送信フレーム
を受信する。そして、それぞれにおいて、自装置の個別ＩＤとの比較を実行する（シーケ
ンスｓｑ１３、ｓｑ１５）。
【０２５３】
　そして、個別ＩＤ０１の照明装置においては、ＩＤが一致するためＩＤ確認がＯＫとな
る（シーケンスｓｑ１４）。一方、個別ＩＤ０２の照明装置においては、ＩＤが不一致で
あるためＩＤ確認がＮＧとなる（シーケンスｓｑ１６）。これにより個別ＩＤ０２の照明
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装置においては、コマンドの受付は行われない。
【０２５４】
　次に、ＩＤ確認がＯＫの場合には、個別ＩＤ０１の照明装置においては、コマンドが受
け付けられて、コマンドとともに送信された制御データに従って輝度データ値を変更する
（シーケンスｓｑ１７）。なお、ここでは、「後で反映」の反映タイミングに従って輝度
データ値を変更するものとする。
【０２５５】
　そして、正常に実行した場合には、個別ＩＤ０１の照明装置は、コントロールターミナ
ル１０にエラーなしを含む受信フレームを返信する（シーケンスｓｑ１８）。
【０２５６】
　次に、コントロールターミナル１０は、ユーザからの入力に従って、輝度データの設定
要求の指示を受け付ける（シーケンスｓｑ１９）。具体的には、上述した図１３の輝度デ
ータ設定画面５１１において、「実行」ボタン５１６を選択して、輝度データ設定画面５
１１で設定した内容の入力を受け付けた場合に相当する。
【０２５７】
　次に、コントロールターミナル１０は、照明装置３０に輝度データの設定要求に関する
コマンドを含む送信フレームを送信する（シーケンスｓｑ２０）。なお、ここで、宛先デ
ータは、個別ＩＤ０２宛であるものとする。
【０２５８】
　この場合、個別ＩＤ０１および個別ＩＤ０２のそれぞれの照明装置が当該送信フレーム
を受信する。そして、それぞれにおいて、自装置の個別ＩＤとの比較を実行する（シーケ
ンスｓｑ２１、ｓｑ２３）。
【０２５９】
　そして、個別ＩＤ０２の照明装置においては、ＩＤが一致するためＩＤ確認がＯＫとな
る（シーケンスｓｑ２４）。一方、個別ＩＤ０１の照明装置においては、ＩＤが不一致で
あるためＩＤ確認がＮＧとなる（シーケンスｓｑ２２）。これにより個別ＩＤ０１の照明
装置においては、コマンドの受付は行われない。
【０２６０】
　次に、ＩＤ確認がＯＫの場合には、個別ＩＤ０２の照明装置においては、コマンドが受
け付けられて、コマンドとともに送信された制御データに従って輝度データ値を変更する
（シーケンスｓｑ２６）。なお、ここでは、「後で反映」の反映タイミングに従って輝度
データ値を変更するものとする。
【０２６１】
　そして、正常に実行した場合には、個別ＩＤ０２の照明装置は、コントロールターミナ
ル１０にエラーなしを含む受信フレームを返信する（シーケンスｓｑ２８）。
【０２６２】
　次に、コントロールターミナル１０は、ユーザからの入力に従って、照明ＯＮの要求の
指示を受け付ける（シーケンスｓｑ３０）。具体的には、上述した図１０のＯＮ／ＯＦＦ
設定画面２０１において、「全照明ＯＮ」ボタン２０２を選択した場合に相当する。
【０２６３】
　次に、コントロールターミナル１０は、照明装置３０に調光制御の開始を指示するコマ
ンドを含む送信フレームを送信する（シーケンスｓｑ３２）。なお、ここで、宛先データ
は、同報宛であるものとする。例えば、同報宛の個別ＩＤとして「ＦＦ」を用いるように
することが可能であるとする。
【０２６４】
　この場合、個別ＩＤ０１および個別ＩＤ０２のそれぞれの照明装置が当該送信フレーム
を受信する。そして、それぞれにおいて、自装置の個別ＩＤとの比較を実行する（シーケ
ンスｓｑ３３，ｓｑ３５）。
【０２６５】
　個別ＩＤ０１の照明装置においては、同報宛の送信であるため、ＩＤが一致するとして
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ＩＤ確認がＯＫとなる（シーケンスｓｑ３４）。
【０２６６】
　また、個別ＩＤ０２の照明装置についても、同胞宛の送信であるため、ＩＤが一致する
としてＩＤ確認がＯＫとなる（シーケンスｓｑ３６）。
【０２６７】
　次に、個別ＩＤ０１の照明装置は、コマンドを受け付けて、コマンドに従ってシーケン
スｓｑ１７で設定変更した輝度データ値に従って調光制御を開始する（シーケンスｓｑ３
８）。また、個別ＩＤ０２の照明装置は、コマンドを受け付けて、コマンドに従ってシー
ケンスｓｑ２６で設定変更した輝度データ値に従って調光制御を開始する（シーケンスｓ
ｑ４０）。
【０２６８】
　したがって、当該処理により、照明装置のそれぞれの輝度データ値の設定に関して、反
映タイミングを「後で反映」に設定しておき、そして、同報宛の調光制御の開始を指示す
るコマンドを含む送信フレームを送信することにより、一斉に調光制御を開始することが
可能となる。そして、個々の照明装置毎に輝度データ値の設定がなされるため、個々の照
明装置の調光レベルを制御することが可能となり、きめ細かい調光制御が可能である。例
えば、窓側から入る外光を考慮して、窓側付近に設けられた照明装置の輝度データ値を低
く、窓側から離れた照明装置の輝度データ値を高く設定することも可能である。
【０２６９】
　また、複数の照明装置の輝度の変化を一斉に行うことができるので、使用者にとって違
和感のない調光制御が可能となる。
【０２７０】
　また、フェード時間を設定することにより調光制御の期間を制御して滑らかな調光制御
が可能であり、急激な変化に伴う目の負担を軽減することが可能である。また、図３の照
明システムにおいては、照度センサ５０について説明したが、一斉に調光制御が実行され
ることにより照度センサ５０への入力値のばらつきを抑制して所望の照度への調節が早く
なる。
【０２７１】
　図２８は、本発明の実施の形態に従う拡張した照明システムの一部を説明する図である
。
【０２７２】
　図２８を参照して、ここでは、説明を簡易にするために図２における照明システムの一
部をさらに拡張した場合が示されている。
【０２７３】
　具体的には、コントロールターミナル１０にＰＬＣ変換装置２０＃がさらに接続された
場合が示されている。そして、ＰＬＣ変換装置２０＃は、個別ＩＤが不明な照明装置３０
＃と接続されている場合が示されている。ここで、照明装置３０＃は、照明装置３０と独
立した通信ケーブル２５＃で接続されているものとする。
【０２７４】
　その他の点については同様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。
　当該構成において、コントロールターミナル１０は、通信ケーブル２５＃で接続された
照明装置３０＃に対しても上記で説明した送信フレームおよび受信フレームに従って調光
制御を実行することが可能である。
【０２７５】
　なお、コントロールターミナル１０とＰＬＣ変換装置２０，２０＃とはそれぞれ別々の
ポートで接続されているためそれぞれ独立に送信フレームおよび受信フレームに従って調
光制御が可能であるものとする。
【０２７６】
　ここで、当該構成において、例えば、通信ケーブル２５と接続されている照明装置３０
の１つに不具合が生じて交換する必要が生じた場合に、個別ＩＤが不明な照明装置３０＃
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と交換する方式について説明する。照明装置３０＃は、一例として、照明装置３０と交換
可能なスペアの照明装置であるとする。なお、ここでは、当該照明装置３０＃の個別ＩＤ
が不明であるものとする。
【０２７７】
　不明な個別ＩＤである照明装置３０＃の個別ＩＤを取得する方式について説明する。
　＜接続確認処理＞
　図２９は、本発明の実施の形態に従う接続確認処理を説明するフロー図である。
【０２７８】
　当該フローは、ＣＰＵ１がＲＯＭ２に格納されたプログラムを読み込むことにより実行
されるものとする。
【０２７９】
　図２９を参照して、まず、ＣＰＵ１は、ＩＤを確認するコマンドを含む送信フレームを
送信する（ステップＳ６０）。具体的には、図２８の照明システムにおけるスペアの照明
装置３０＃に対して個別ＩＤを確認するための送信フレームを送信する。送信フレームは
、図２５（Ｆ）で示される送信フレームである。この点で、メニュー画面１０１において
、「接続確認」ボタン１０６を選択した場合に相当する。
【０２８０】
　次に、当該照明装置３０＃から返信が有るかどうかを判断する（ステップＳ６２）。具
体的には、図２５（Ｆ）で示される受信フレームを受信したかどうかを判断する。
【０２８１】
　次に、ステップＳ６２において、照明装置３０＃から受信フレームの返信があると判断
した場合（ステップＳ６２においてＹＥＳ）には、受信フレームの内容に従ってＩＤ確認
画面を表示する（ステップＳ６４）。
【０２８２】
　一方、照明装置３０＃から受信フレームの返信が無かったと判断した場合（ステップＳ
６２においてＮＯ）には、エラー処理を実行する。なお、エラー処理は、再度のリトライ
送信をしてもよいし、フローを終了する処理を実行するようにしても良い。
【０２８３】
　図３０は、本発明の実施の形態に従うＩＤ確認画面３０１を説明する図である。
　図３０を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示されたＩＤ確認画面３０１が示さ
れている。ＩＤ確認画面３０１には、照明装置３０＃からの返信内容に従って「接続され
ている照明装置のＩＤは０１です。ＩＤを変更しますか」の表示とともに、「はい」ボタ
ン３０４、「いいえ」ボタン３０５とが設けられた場合が示されている。
【０２８４】
　再び、図２９を参照して、変更指示が有るかどうかを判断する（ステップＳ６６）。
　ステップＳ６６において、変更指示が有ると判断した場合（ステップＳ６６においてＹ
ＥＳ）には、ＩＤ変更画面を表示する（ステップＳ６８）。具体的には、ＩＤ確認画面３
０１において、「はい」ボタン３０４を押下した場合に相当する。
【０２８５】
　一方、ステップＳ６６において、変更の指示が無いと判断した場合（ステップＳ６６に
おいてＮＯ）には、処理を終了する（リターン）。具体的には、ＩＤ確認画面３０１にお
いて、「いいえ」ボタン３０５を押下した場合に相当する。
【０２８６】
　図３１は、本発明の実施の形態に従うＩＤ変更画面４０１を説明する図である。
　図３１を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示されたＩＤ変更画面４０１が示さ
れている。ＩＤ変更画面４０１には、タッチパネルを介してユーザからの選択が可能に設
けられた複数のアイコンボタンが設けられているものとする。
【０２８７】
　一例として、ここでは、現在の照明装置３０＃の個別ＩＤが「０１」である場合が示さ
れており、当該個別ＩＤからユーザが指定したＩＤ番号に変更するための入力受付ボタン
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４０３と、「実行」ボタン４０４と、「キャンセル」ボタン４０５とが設けられている場
合が示されている。
【０２８８】
　入力受付ボタン４０３は、当該領域を選択することにより番号の入力が可能となるもの
とする。上述したように当該番号の入力は、図示しないキーボードあるいはソフトウェア
キーボードを用いて入力することが可能である。当該番号を入力して、照明装置３０＃に
指定の個別ＩＤを設定することが可能である。なお、本例においては、個別ＩＤを変更す
る場合について説明するが、グループＧＩＤを変更する入力受付ボタンを新たに設けるよ
うにすることも可能である。
【０２８９】
　再び、図２９を参照して、ＩＤ変更の指示が有るかどうかを判断する（ステップＳ７０
）。具体的には、ＩＤ変更画面４０１において、入力受付ボタン４０３により個別ＩＤの
番号を入力するとともに、「実行」ボタン４０４を押下したか否かに基づいて判断する。
【０２９０】
　ステップＳ７０において、指示が有ると判断した場合（ステップＳ７０においてＹＥＳ
）には、ＩＤを変更するコマンドを含む送信フレームを照明装置３０＃に送信する（ステ
ップＳ７２）。具体的には、図２５（Ｇ）で示される送信フレームを送信する。
【０２９１】
　一方、ステップＳ７０において、指示が無いと判断した場合（ステップＳ７０において
ＮＯ）には、処理を終了する（リターン）。具体的には、ＩＤ変更画面４０１において、
「キャンセル」ボタン４０５を押下した場合に相当する。
【０２９２】
　次に、ステップＳ７０の後、返信があったかどうかを判断する（ステップＳ７４）。具
体的には、図２５（Ｇ）で示される受信フレームを返信として受信する。
【０２９３】
　ステップＳ７４において、返信が無かった場合（ステップＳ７４においてＮＯ）には、
エラー処理を実行する（ステップＳ７６）。なお、エラー処理は、再度のリトライ送信を
してもよいし、フローを終了する処理を実行するようにしても良い。
【０２９４】
　一方、ステップＳ７４において、返信があった場合には、処理を終了する（リターン）
。
【０２９５】
　当該返信により、ＩＤ変更の指示に対して正確にその指示が反映されたかどうかを確認
することが可能である。
【０２９６】
　なお、本例においては、返信がある場合には、次の処理に進む場合について説明したが
、返信がある場合であっても返信内容として例えばエラーであるような場合には、ステッ
プＳ７６のエラー処理に進むものとする。
【０２９７】
　なお、本例においては、接続確認処理により、ＩＤ番号の確認とともにＩＤ変更の処理
も実行する場合について説明したが、後述するＩＤ設定処理においてＩＤ変更の処理が可
能であるため当該接続確認処理においては、ＩＤ番号の確認のみとするようにしても良い
。
【０２９８】
　また、本例における接続確認処理においては、個別ＩＤの番号を確認する場合について
説明したが、個別ＩＤと合わせてグループＧＩＤの番号についても確認可能とすることも
可能である。
【０２９９】
　図３２は、本発明の実施の形態に従うコントロールターミナルと個別ＩＤが不明な照明
装置とのデータの授受を説明するシーケンス図である。
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【０３００】
　図３２を参照して、まず、コントロールターミナル１０は、接続確認の要求を受け付け
る（シーケンスｓｑ５０）。具体的には、図８で説明したメニュー画面１０１において、
「接続確認」ボタン１０６の押下が選択された場合に相当する。
【０３０１】
　次に、コントロールターミナル１０は、照明装置３０＃に対して接続確認を実行するた
めのコマンドを含む送信フレームを送信する（シーケンスｓｑ５２）。具体的には、接続
確認用のコマンドＣＭＤ１Ａを用いて同報宛で送信する（シーケンスｓｑ５２）。すなわ
ち、照明装置３０＃の個別ＩＤが不明であるため同報宛で送信することにより不明な照明
装置３０＃であっても当該送信フレームを受信することが可能となる。つまり、個別ＩＤ
が不明な照明装置３０＃に対して個別ＩＤを無作為に指定して、該当する個別ＩＤが指定
されるまで接続確認のコマンドを含む送信フレームを何度も送信するという煩わしい操作
を行う必要がなく、容易に照明装置３０＃の個別ＩＤを確認することができる。
【０３０２】
　照明装置３０＃は、同報宛により送信されたコマンドＣＭＤ１Ａを含む送信フレームを
受信して、自装置の個別ＩＤとの比較を実行する（シーケンスｓｑ５３）。
【０３０３】
　この場合、同報宛により送信された送信フレームであるためＩＤは不明であるがＩＤが
一致となり、ＩＤ確認がＯＫとなる（シーケンスｓｑ５４）。
【０３０４】
　次に、ＩＤ確認がＯＫの場合には、コマンドＣＭＤ１Ａに従って当該照明装置３０＃の
個別ＩＤが取得される（シーケンスｓｑ５６）。具体的には、照明装置３０＃のメモリに
格納されている個別ＩＤが取得される。
【０３０５】
　そして、照明装置３０＃からコントロールターミナル１０に対して、取得された個別Ｉ
Ｄを含めた受信フレームの返信が実行される（シーケンスｓｑ５８）。なお、ここで、同
報宛の送信フレームの場合には、基本的には受信フレームの衝突が生じるため返信はしな
いものとして説明したが、図２０のステップＳ１２２で説明したように、接続確認のコマ
ンドである場合には、受信フレームを返信する。
【０３０６】
　次に、コントロールターミナル１０は、当該返信を受けてＩＤ確認画面３０１を表示す
る（シーケンスｓｑ５９）。
【０３０７】
　次に、本例においては、ユーザからのＩＤ設定の要求を受け付ける（シーケンスｓｑ６
０）。具体的には、ＩＤ確認画面３０１において、変更指示が入力された場合に相当する
。具体的には、「はい」ボタン３０４を押下した場合に相当する。
【０３０８】
　次に、コントロールターミナル１０は、当該要求に従うＩＤ設定に関するコマンドを含
む送信フレームを送信する（シーケンスｓｑ６２）。なお、ここで、宛先データは、取得
したＩＤ宛であるものとする。
【０３０９】
　照明装置３０＃は、コントロールターミナル１０より送信されたコマンドＣＭＤ１Ｂと
ともに送信された送信フレームを受信して、自装置の個別ＩＤとの比較を実行する（シー
ケンスｓｑ６３）。
【０３１０】
　この場合、自装置の個別ＩＤ宛により送信された送信フレームはＩＤが一致となり、Ｉ
Ｄ確認がＯＫとなる（シーケンスｓｑ６４）。そして、コマンドが実行されてＩＤが変更
される（シーケンスｓｑ６６）。具体的には、現在割り当てられている個別ＩＤを指定し
たＩＤに変更する。なお、後述するが変更前に割り当てられている個別ＩＤは、メモリ２
９に格納されるものとする。



(31) JP 2012-256533 A 2012.12.27

10

20

30

40

50

【０３１１】
　そして、照明装置３０＃は、コントロールターミナル１０に対して、受信フレーム（エ
ラーなし）を返信する（シーケンスｓｑ６８）。
【０３１２】
　当該方式においては、同報送信として個別ＩＤが不明な照明装置に対して接続確認のコ
マンドが送信されるため、個別ＩＤが不明な照明装置である場合であっても接続確認のコ
マンドを受信することが可能である。そして、コマンドは接続確認であるため同胞宛に送
信されたコマンドであったとしてもＩＤの返信が実行されるとともに、個別ＩＤが不明な
照明装置３０＃は照明装置３０と独立した通信ケーブル２５＃で接続されているためコン
トロールターミナル１０に返信されるＩＤは１つである。したがって、個別ＩＤが不明な
照明装置３０＃について通信ケーブル２５＃を用いて当該照明装置３０＃の個別ＩＤを把
握することができる。また、ＩＤ設定の要求に従って、当該個別ＩＤを変更することが可
能である。したがって、管理者は、個別ＩＤが不明な照明装置の個別ＩＤを把握して、当
該把握した個別ＩＤを利用して所望の個別ＩＤに設定変更することが可能である。
【０３１３】
　したがって、例えば、一例として、個別ＩＤが「ＩＤ０３」である照明装置３０の交換
が必要となった場合に、不明な照明装置３０＃の個別ＩＤを把握して、照明装置３０＃の
個別ＩＤを「ＩＤ０３」に設定変更することにより、不具合の照明装置を交換した場合で
あっても個別ＩＤを変更することにより以前と同様のシステムとして継続して利用するこ
とが可能である。
【０３１４】
　なお、本例においては、ＰＬＣ変換装置２０とＰＬＣ変換装置２０＃とがそれぞれ設け
られた場合の構成について説明するが、例えば、ＰＬＣ変換装置２０のみを用いた構成と
することも可能である。具体的には、ＰＬＣ変換装置２０に接続されている通信ケーブル
２５との接続を取り外して、通信ケーブル２５＃とＰＬＣ変換装置２０とを接続すること
により照明装置３０＃に対して同様の処理を実行することが可能となる。
【０３１５】
　次に、ＩＤ設定処理について説明する。ＩＤ設定処理は、ある個別ＩＤから別の個別Ｉ
Ｄに設定を変更させる処理である。図３および図２８のいずれの照明システムでも適用が
可能である。
【０３１６】
　＜ＩＤ設定処理＞
　図３３は、本発明の実施の形態に従うＩＤ設定処理を説明するフロー図である。
【０３１７】
　当該フローは、ＣＰＵ１がＲＯＭ２に格納されたプログラムを読み込むことにより実行
されるものとする。
【０３１８】
　図３３を参照して、まず、ＣＰＵ１は、ＩＤ設定画面を表示する（ステップＳ８０）。
　図３４は、本発明の実施の形態に従うＩＤ設定画面６０１を説明する図である。
【０３１９】
　図３４を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示されたＩＤ設定画面６０１が示さ
れている。ＩＤ設定画面６０１には、タッチパネルを介してユーザからの選択が可能に設
けられた複数のアイコンボタンが設けられているものとする。ＩＤ設定画面６０１には、
「ＩＤ変更」ボタン６０２、「ＩＤ変更取り消し」ボタン６０３とが設けられた場合が示
されている。
【０３２０】
　再び、図３３を参照して、ＩＤの変更指示が有るかどうかを判断する（ステップＳ８２
）。具体的には、ＩＤ設定画面６０１において、「ＩＤ変更」ボタン６０２を押下したか
どうかに基づいて判断することが可能である。
【０３２１】
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　ステップＳ８２において、ＩＤの変更指示が有ると判断した場合（ステップＳ８２にお
いてＹＥＳ）には、ＩＤ変更画面を表示する（ステップＳ８４）。
【０３２２】
　一方、ステップＳ８２において、ＩＤの変更指示がないと判断した場合（ステップＳ８
２においてＮＯ）には、ＩＤ変更取り消し画面を表示する（ステップＳ８９）。具体的に
は、ＩＤ設定画面６０１において、「ＩＤ変更取り消し」ボタン６０３を押下した場合に
相当する。
【０３２３】
　図３５は、本発明の実施の形態に従うＩＤ変更画面６１１を説明する図である。
　図３５を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示されたＩＤ変更画面６１１が示さ
れている。ＩＤ変更画面６１１には、タッチパネルを介してユーザからの選択が可能に設
けられた複数のアイコンボタンが設けられているものとする。
【０３２４】
　変更前のＩＤ入力受付ボタン６１２と、変更後のＩＤ入力受付ボタン６１３と、「実行
」ボタン６１４と、「キャンセル」ボタン６１５とが設けられている場合が示されている
。
【０３２５】
　変更前のＩＤ入力受付ボタン６１２は、当該領域を選択することにより番号の入力が可
能となるものとする。上述したように当該番号の入力は、図示しないキーボードあるいは
ソフトウェアキーボードを用いて入力することが可能である。当該番号を入力して、変更
する対象となる照明装置の変更前の個別ＩＤを指定することが可能である。
【０３２６】
　変更後のＩＤ入力受付ボタン６１３は、当該領域を選択することにより番号の入力が可
能となるものとする。上述したように当該番号の入力は、図示しないキーボードあるいは
ソフトウェアキーボードを用いて入力することが可能である。当該番号を入力して、変更
する対象となる照明装置の変更後の個別ＩＤを指定することが可能である。
【０３２７】
　図３６は、本発明の実施の形態に従うＩＤ変更取り消し画面６２１を説明する図である
。
【０３２８】
　図３６を参照して、ここでは、ディスプレイ７に表示されたＩＤ変更取り消し画面６２
１が示されている。ＩＤ変更取り消し画面６２１には、タッチパネルを介してユーザから
の選択が可能に設けられた複数のアイコンボタンが設けられているものとする。
【０３２９】
　一例として、ここでは、「どの段階のＩＤへ戻しますか？」の表示とともに、「ひとつ
前」ボタン６２３と、「工場出荷時」ボタン６２４と、「キャンセル」ボタン６２５とが
設けられている場合が示されている。
【０３３０】
　「ひとつ前」ボタン６２３は、変更したＩＤに対してひとつ前の段階のＩＤへ戻すこと
を指定するボタンである。
【０３３１】
　「工場出荷時」ボタン６２４は、変更したＩＤに対して工場出荷時に設定されたＩＤへ
戻すことを指定するボタンである。
【０３３２】
　再び、図３３を参照して、次に、入力が有るかどうかを判断する（ステップＳ８６）。
具体的には、ＩＤ変更画面６１１において、「実行」ボタン６１４の押下があったかどう
かを判断する。あるいは、ＩＤ変更取り消し画面６２１において、「ひとつ前」ボタン６
２３あるいは「工場出荷時」ボタン６２４のいずれかの押下があったかどうかを判断する
。
【０３３３】
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　ステップＳ８６において、入力が有ると判断した場合（ステップＳ８６においてＹＥＳ
）には、コマンドを含む送信フレームを送信する（ステップＳ８８）。
【０３３４】
　具体的には、ＩＤ変更画面６１１において、「実行」ボタン６１４の入力が有った場合
には、当該画面で設定したＩＤへの変更を指示するコマンドを含む送信フレームを照明装
置３０に送信する。また、ＩＤ変更取り消し画面６２１において、「ひとつ前」ボタン６
２３あるいは「工場出荷時」ボタン６２４の入力が有った場合には、指示した内容への変
更を指示するコマンドを含むフレームを照明装置３０に送信する。
【０３３５】
　一方、ステップＳ８６において、入力が無いと判断した場合（ステップＳ８６において
ＮＯ）には、処理を終了する（リターン）。具体的には、ＩＤ変更画面６１１において、
「キャンセル」ボタン６１５の入力が有った場合、あるいは、ＩＤ変更取り消し画面６２
１において、「キャンセル」ボタン６２５の入力が有った場合に相当する。
【０３３６】
　図３７は、本発明の実施の形態に従う照明装置におけるＩＤ設定のコマンドを実行した
場合の処理を説明するフロー図である。
【０３３７】
　図３７を参照して、本発明の実施の形態に従う照明装置３０は、まず、ＩＤ設定のコマ
ンドの入力があったかどうかを判断する（ステップＳ１３０）。具体的には、送信フレー
ムに含まれているコマンドがＩＤ設定のコマンド（ＣＭＤ１Ｂ）であるかどうかを判断す
る。
【０３３８】
　ステップＳ１３０において、ＩＤ設定のコマンドの入力が有ったと判断した場合（ステ
ップＳ１３０においてＹＥＳ）には、次に、割り当てられている個別ＩＤをメモリに格納
する（ステップＳ１３２）。
【０３３９】
　次に、現在割り当てられている個別ＩＤを指定された個別ＩＤに割り当てを変更する（
ステップＳ１３４）。具体的には、制御データに含まれている変更する個別ＩＤに従って
、現在割り当てられている個別ＩＤを変更する。
【０３４０】
　そして、処理を終了する（エンド）。
　なお、上述した接続確認処理において、ＩＤ変更画面４０１において、ＩＤ変更の実行
を指示した場合においても、上記のＩＤ設定のコマンドを実行した場合の処理が実行され
る。
【０３４１】
　図３８は、本発明の実施の形態に従う照明装置におけるＩＤ設定の取り消しを実行した
場合の処理を説明するフロー図である。
【０３４２】
　図３８を参照して、本発明の実施の形態に従う照明装置３０は、まず、ＩＤ設定取り消
しのコマンドの入力があったかどうかを判断する（ステップＳ１４０）。具体的には、送
信フレームに含まれているコマンドがＩＤ設定取り消しのコマンド（ＣＭＤ１Ｄ）である
かどうかを判断する。
【０３４３】
　ステップＳ１４０において、ＩＤ設定の取り消しのコマンドの入力が有ったと判断した
場合（ステップＳ１４０においてＹＥＳ）には、次に、割り当てられている個別ＩＤをひ
とつ前に変更するかどうかを判断する（ステップＳ１４２）。具体的には、制御データに
含まれているポイントの内容に従って、変更するポイントがひとつ前か、あるいは工場出
荷時かを判断する。
【０３４４】
　ステップＳ１４２において、ひとつ前の個別ＩＤに変更すると判断した場合（ステップ
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Ｓ１４２においてＹＥＳ）には、現在割り当てられている個別ＩＤをメモリに格納されて
いる個別ＩＤに割り当てを変更する（ステップＳ１４４）。そして、処理を終了する（エ
ンド）。
【０３４５】
　次に、ステップＳ１４２において、ひとつ前の個別ＩＤに変更しないと判断した場合（
ステップＳ１４２においてＮＯ）には、現在割り当てられている個別ＩＤを工場出荷時の
個別ＩＤに割り当てを変更する（ステップＳ１４６）。そして、処理を終了する（エンド
）。
【０３４６】
　当該処理により、ＩＤ設定の取り消しにより、ひとつ前の個別ＩＤあるいは工場出荷時
の個別ＩＤに変更することが可能となる。
【０３４７】
　次に、本構成において、例えば、通信ケーブル２５と接続されている複数の照明装置３
０に対して、個別ＩＤの設定を同報送信で送信した場合について説明する。
【０３４８】
　図３９は、本発明の実施の形態に従うコントロールターミナルと照明装置とのデータの
授受を説明するシーケンス図である。
【０３４９】
　図３９を参照して、まず、コントロールターミナル１０は、ＩＤ設定の要求を受け付け
る（シーケンスｓｑ７０）。具体的には、図３５で説明したＩＤ変更画面６１１において
、変更する個別ＩＤの番号の入力を受け付けて、「実行」ボタン６１４が選択された場合
に相当する。なお、本例においては、ＩＤを変更する対象の照明装置３０を指定せず、同
報送信で送信した場合について説明する。例えば、図３５の変更前のＩＤ入力受付ボタン
６１２において、「ＦＦ」が指定された場合である。
【０３５０】
　次に、コントロールターミナル１０は、ＩＤの変更を指示するコマンドを含む送信フレ
ームを送信する。具体的には、ＩＤ設定用のコマンドＣＭＤ１Ｂを用いて同報送信する（
シーケンスｓｑ７２）。
【０３５１】
　個別ＩＤがＩＤ０１の照明装置は、同報宛により送信されたコマンドＣＭＤ１Ｂととも
に送信された送信フレームを受信して、自装置の個別ＩＤとの比較を実行する（シーケン
スｓｑ７４）。
【０３５２】
　同様に、個別ＩＤがＩＤ０２の照明装置は、同報宛により送信されたコマンドＣＭＤ１
Ｂとともに送信された送信フレームを受信して、自装置の個別ＩＤとの比較を実行する（
シーケンスｓｑ７６）。
【０３５３】
　この場合、同報宛により送信された送信フレームであるためＩＤが一致となり、ＩＤ確
認がＯＫとなる（シーケンスｓｑ７８、シーケンスｓｑ８０）。
【０３５４】
　次に、個別ＩＤがＩＤ０１の照明装置は、コマンドＣＭＤ１Ｂに従って、割り当てられ
ている個別ＩＤを指定された個別ＩＤに変更する（シーケンスｓｑ８２）。
【０３５５】
　同様に、個別ＩＤがＩＤ０２の照明装置についても、コマンドＣＭＤ１Ｂに従って、割
り当てられている個別ＩＤを指定された個別ＩＤに変更する（シーケンスｓｑ８４）。
【０３５６】
　同報宛でＩＤの変更処理が可能であるためコマンド数を減らすことが可能となる。
　具体的には、たとえばＩＤの数が１２６個ある場合、個別ＩＤ宛のコマンドを用意する
場合、各１２６個のＩＤに対して１２６種類のＩＤ変更用コマンド（つまり１２６×１２
６個のコマンド）を用意する必要がある。しかし、同報宛でＩＤ変更することにより、個
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別ＩＤを指定してＩＤ変更を行う必要がなくなり、全てのＩＤの照明装置に対して同報宛
のコマンドで対応できるため１２６種類のＩＤ変更用コマンドを用意すればよく、用意す
るべきコマンド数を減らすことが可能である。
【０３５７】
　なお、本例においては、同報宛のコマンドの場合には、基本的に返信しないように設定
しているが、同報宛の接続確認のコマンドである場合には、ＩＤを返信するようにしてお
り、当該コマンドを用いてＩＤの変更を確認することが可能である。
【０３５８】
　一方で、当該処理により、同報宛で個別ＩＤの割り当てを変更した場合、当該コマンド
を受信したすべての照明装置の個別ＩＤが同じ個別ＩＤに割り当てが変更されてしまうこ
とになり、１つずつ個別に照明装置の調光制御を実行することができなくなるという問題
がある。
【０３５９】
　本実施の形態においては、上述したＩＤ設定の取り消しを用いて当該状態を解消するこ
とが可能である。
【０３６０】
　コントロールターミナル１０は、ＩＤ設定の取り消しの要求を受け付ける（シーケンス
ｓｑ８６）。具体的には、図３６で説明したＩＤ変更取り消し画面６２１において、「ひ
とつ前」ボタン６２３あるいは「工場出荷時」ボタン６２４の選択入力を受け付けた場合
に相当する。
【０３６１】
　次に、コントロールターミナル１０は、ＩＤ設定の取り消しを指示するコマンドを含む
送信フレームを送信する（シーケンスｓｑ８８）。具体的には、ＩＤ設定取り消し用のコ
マンドＣＭＤ１Ｄを用いて同報送信する（シーケンスｓｑ８８）。
【０３６２】
　そして、上述したように、照明装置３０の各々は、同報宛により送信されたコマンドＣ
ＭＤ１Ｄとともに送信された送信フレームを受信して、自装置の個別ＩＤとの比較を実行
する（シーケンスｓｑ９０、シーケンスｓｑ９２）。
【０３６３】
　この場合、同報宛により送信された送信フレームであるためＩＤが一致となり、ＩＤ確
認がＯＫとなる（シーケンスｓｑ９４、シーケンスｓｑ９６）。
【０３６４】
　次に、照明装置３０の各々は、コマンドＣＭＤ１Ｄに従って、割り当てられている個別
ＩＤの変更を取り消す（シーケンスｓｑ９８、シーケンスｓｑ１００）。具体的には、「
ひとつ前」に戻す場合には、メモリに格納されている現在割り当てられている個別ＩＤの
ひとつ前に割り当てられていた個別ＩＤに割り当てを戻すことになる。一方、「工場出荷
時」に戻す場合には、メモリに予め格納されている工場出荷時に割り当てられていた個別
ＩＤに割り当てを戻すことになる。
【０３６５】
　当該処理により、同報宛で個別ＩＤの割り当てを設定した場合に当該コマンドを含む送
信フレームを受信したすべての照明装置の個別ＩＤが同じ個別ＩＤに割り当てが変更され
てしまう場合であっても、ＩＤ設定の取り消しのコマンドを含む送信フレームを送信する
ことにより、以前に割り当てられている個別ＩＤに戻すことが可能となり、例えば、１つ
ずつ個別ＩＤの割り当てを再設定する必要がなく、簡易な方式で個別ＩＤの設定を取り消
して再設定することが可能となる。
【０３６６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
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【符号の説明】
【０３６７】
　１，２２　ＣＰＵ、２　ＲＯＭ、３　ＲＡＭ、４　ＨＤＤ、５　内部バス、６　通信Ｉ
／Ｆ、７　ディスプレイ、８　入力装置、１０，１０Ａ～１０Ｄ　コントロールターミナ
ル、１４　照明制御部、１５　スイッチングハブ、１６　ＦＥＴスイッチ、１７　ＬＥＤ
モジュール、１８　照明部、１９　電源回路、２０　ＰＬＣ変換装置、２１　制御電源供
給回路、２３　ＰＷＭ制御回路、２５　通信ケーブル、２７　水晶発振子、２９　メモリ
、３０　照明装置、４０　Ｉ／Ｆユニット、５０　照度センサ。
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